
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

はじめに 

 

本市は、名古屋南部臨海工業地帯への企業の進出などに伴い、内陸部における宅地開

発が進み、昭和45（1970）年の市制施行を契機に、市民の暮らしのさらなる向上を目指

して都市機能の充実に努めてまいりました。また、こうした社会情勢を背景に、その時

代ごとの移動ニーズに合わせた公共交通ネットワークが形成されてきました。 

人口の増加とともに発展してきた本市の地域公共交通ですが、人口の減少や少子高齢

化の進行、さらには運転手不足といった公共交通を取り巻く環境が大きく変化するなか

で、今後は、地域の足となる移動手段をいかに確保し、維持していくかが、喫緊の課題

となっています。 

本計画では、目指すべき交通の将来像を「持続可能な公共交通が支える 安心して暮

らせるまち」と定めました。この将来像の実現に向けて、市民・交通事業者・行政など

をはじめとする全ての関係者が一体となって取り組み、子どもから高齢者まで、誰もが

安心して出かけられる「足がある暮らし」を実現してまいります。 

 最後に、本計画の策定に当たり、市民アンケート等を通じて貴重なご意見をお寄せ

いただきました市民の皆様をはじめ、知多市地域公共交通会議委員並びに関係各位に心

から感謝申し上げます。 

 

令和８年３月 

 

 

 

知多市長 伊藤 清一郎 
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第１章 はじめに                          

１ 計画策定の背景と目的 

本市は、臨海部の工業地帯や名古屋市のベッドタウンの性格が強い都市として発展し、人口は、

市制施行以降増加し続けてきましたが、平成22(2010)年の国勢調査の人口84,768人をピークに減

少に転じ、将来的にも大幅な減少が見込まれています。国立社会保障・人口問題研究所の令和５

(2023)年推計値では、令和22(2040)年の本市の人口は、約74,200人に減少すると予測しており、

特に15～64歳の人口の減少が大きく、市民の３人に１人が65歳以上となる見込みです。 

本市の公共交通施策は、平成17(2005)年９月から東部コースと南部コースの２路線でコミュニ

ティ交通あいあいバスの本運行を開始し、利用者のニーズや社会環境の変化に合わせて路線の再

編や無料あいパスの発行など、利便性向上に取り組んでいます。また、民間の路線バスに対して

も、運行経費の補助や路線の見直しに運行事業者と連携して取り組むなど、路線の維持・確保に

努めています。 

しかし、人口減少やモータリゼーション※の進展から、公共交通の利用者は全国的に減少傾向

にあります。コロナ禍で令和２(2020)年度に激減した公共交通の利用者は今後も完全には回復し

ないとみられ、利用者減による減収、運転手不足、燃料費の高騰などから、公共交通を取り巻く

環境は厳しい状況にあります。 

このような状況において、第６次知多市総合計画や知多市都市計画マスタープランでは、高度

な技術を活用した、交通や買物などの利便性の高いまちを理想の未来とし、暮らしを支える地域

公共交通ネットワークづくりを重要施策に掲げ、地域の実情にあった総合的な公共交通施策が課

題とされています。また、令和５(2023)年10月に改正された「地域公共交通の活性化及び再生に

関する法律（以下「地域交通法」という。）」では、自治体・公共交通事業者・地域の多様な主体

などの「地域の関係者」が自ら交通をデザインすることが重要とされ、まちづくりと連携した地

域公共交通のネットワーク形成や地域におけるあらゆる交通モードによる持続可能な公共交通

の確保が求められています。 

以上のような背景を踏まえ、本市における地域公共交通の果たすべき役割や機能を整理し、将

来にわたり持続可能な地域公共交通の実現を目指すマスタープランとして、関係者と連携した具

体的な施策を推進するための「知多市地域公共交通計画（以下「本計画」という。）」を策定しま

す。 

 

  

本文中に「※」が付いている用語は 75・76ページに解説があります。 



2 

２ 計画の位置付け 

本計画は、本市の最上位計画である「第６次知多市総合計画」の分野別計画であり、地域交通

法の規定に基づく計画として策定し、本市における公共交通施策のマスタープランとして位置付

けます。 

本計画は、「第６次知多市総合計画」に即し、知多市都市計画マスタープランや、知多市立地適

正化計画などのまちづくり・都市計画に関する計画の内容と調和・整合を図りつつ、福祉・環境

などの他分野の各計画と相互に補完しながら、本市の目指すべき将来像の実現に向けた取組を進

めるものとして策定します。 

 

知多市地域公共交通計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３ 計画の期間と対象区域 

（１）計画期間 

本計画の期間は、令和８(2026)年度から12(2030)年度までの５年間とします。 

なお、社会情勢の変化への対応や公共交通の運行・利用に関する安全性に配慮し、必要に応じ

て見直しを図ります。 

知多市地域公共交通計画の計画期間 

 
R7 

（2025） 

R8 
（2026） 

R9 
（2027） 

R10 
（2028） 

R11 
（2029） 

R12 
（2030） 

R13 
（2031） 

第６次知多市総合計画   
     

知多市都市計画マスタープラン       
 

知多市立地適正化計画       
 

知多市地域公共交通計画       
 

        Ｒ８～Ｒ１２  次期計画 

              Ｒ３～Ｒ２２ 

              Ｒ２～Ｒ１２  次期計画 

 次期計画               Ｒ２～Ｒ１１ 

市が目指す将来像 

第６次知多市総合計画 

知多市 

地域公共交通計画 

（令和８年度～令和 12 年度） 

連携 
・ 
整合 

まちづくり・都市計画 

知多市都市計画マスタープラン 

知多市立地適正化計画 

その他関連する計画 

第４次知多市障がい者計画 

第３次知多市環境基本計画 

知多市観光ビジョン 

国の関連法等 

地域交通法 

即す 
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（２）対象区域 

本計画の対象区域は、市内全ての公共交通と連携し、一体化したネットワークを構築するこ

とから、市内全域とします。 

なお、本市と周辺市町とを連絡する公共交通ネットワークの状況や、住民などの生活圏の実

態に応じた市域を越える交通圏などの周辺市町に関わる事項については、個別に協議・調整を

図ることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

知多市地域公共交通計画の対象区域 
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第２章 知多市の地域概況                         

１ 知多市の概況 

（１）人口推移 

本市の人口は平成22(2010)年をピークに減少へ転じており、今後も減少していく見込みとな

っています。また、65歳以上の高齢者の割合は増加しており、高齢化が進行しています。 

 

人口の推移 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：令和２(2020)年 国勢調査、令和２(2020)年 国立社会保障・人口問題研究所） 

 

年齢３区分別人口割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：令和２(2020)年 国勢調査、令和２(2020)年 国立社会保障・人口問題研究所）  

  
実 績 推 計 
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本市に住む外国人は増加傾向にあり、令和７(2025)年には2,495人となっており、国籍はベト

ナムやブラジルが多くなっています。 

 

国籍別外国人人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※その他は平成22(2010)年までベトナムを含む。       （資料：外国人登録原票、住民基本台帳）  
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韓国・朝鮮 アメリカ 中国 フィリピン ブラジル ボリビア ペルー ベトナム その他
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（２）人口密度と公共交通網 

本市の人口密度は、朝倉町、つつじが丘、南巽が丘などの過去に開発された住宅団地で高くな

っています。市内を運行する鉄道、バスの利用圏域と人口密度を重ねると、人口密度の高いエリ

アは概ね公共交通利用圏域に含まれており、夜間人口※のカバー率は91.1％となっています。 

 

      公共交通利用圏域のカバー率（令和２(2020)年） 

分類 人口（R2） 
カバー圏域 

カバー人口（R2） カバー率 

知多市全人口 84,364 76,851 91.1％ 

高齢者人口（65歳以上） 23,625 21,324 90.3％ 

    ＊国土交通省「都市構造評価に関するハンドブック」(H26.8)より、 
鉄道から800ｍ、バス停から300ｍを徒歩圏として設定 

 

人口密度と公共交通利用圏域（令和２(2020)年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：令和２(2020)年 国勢調査、250ｍメッシュ） 
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65歳以上の高齢者の人口密度は、つつじが丘、南巽が丘、南粕谷などで高くなっており、鉄道、

バスの利用圏域に含まれる高齢者人口カバー率は90.3％となっています。 

 

高齢者人口密度と公共交通利用圏域（令和２(2020)年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：令和２(2020)年 国勢調査、250ｍメッシュ） 

  

※駅及びバス圏域：鉄道駅 800m、バス停 300m 
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（３）平均標高と公共交通網 

平均標高を見ると、市の中部から東部地域にかけて高くなっており、巽ケ丘駅や八幡新田駅

周辺の住宅地では特に高低差が大きくなっています。この地域にはあいあいバスと地域バスが

運行していますが、高齢者人口密度が高いため、高齢化の進行により移動困難な高齢者の増加

が懸念されます。 

 

平均標高と公共交通路線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：平成23(2011)年 国土数値情報、250ｍメッシュ） 
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（４）都市機能と公共交通網 

市内の主な公共施設や医療施設、大型商業施設、観光施設は、概ね公共交通利用圏域に含まれ

ており、公共交通でアクセスすることが可能となっています。 

 

都市機能分布と公共交通利用圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：公共施設 令和４(2022)年、学校 令和３(2021)年、医療施設 令和２(2020)年 国土数値情報、 

観光 令和６(2024)年 観光レクリエーション利用者統計（愛知県）、 

大型商業施設 令和７(2025)年 全国大型小売店総覧） 

 

 

  

※駅及びバス圏域：鉄道駅 800m、バス停 300m 
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（５）通勤・通学特性 

通勤・通学ともに、市外からの流入より市外への流出の方が多く、周辺市町の中では、名古屋

市や東海市との結びつきが特に強くなっています。 

 

通勤・通学流動（令和２(2020)年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：令和２(2020)年 国勢調査） 

 

通勤・通学流動図（令和２(2020)年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：令和２(2020)年 国勢調査） 

  

（人） 

通勤 通学 

総数 通勤者 通学者 総数 通勤者 通学者

25,376 23,758 1,618 -2,706 28,082 25,286 2,796

名古屋市 1,648 1,596 52 -6,426 8,074 6,907 1,167 名古屋市

東海市 2,108 1,914 194 -5,563 7,671 7,194 477 東海市

常滑市 1,554 1,484 70 -1,678 3,232 3,021 211 常滑市

半田市 978 926 52 -1,193 2,171 1,895 276 半田市

大府市 339 324 15 -1,034 1,373 1,337 36 大府市

周
辺
市
町

周
辺
市
町

流入
流入－流出

流出

他市区町村から
知多市内へ
通勤・通学

知多市内から
他市区町村へ
通勤・通学
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（６）トリップ特性 

本市の代表交通手段別トリップ※構成比の推移では、「自動車」が増加傾向にある一方で、そ

の他の割合は減少傾向にあります。 

目的別トリップ構成比の推移では、「業務」が減少し、「自由（買物、通院等）」が増加傾向に

あります。 

 

知多市の代表交通手段別トリップ構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：中京都市圏パーソントリップ調査）         

 

知多市の目的別トリップ構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：中京都市圏パーソントリップ調査）         
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第１回調査
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第２回調査

（S56）

第３回調査

（H3）

第４回調査

（H13）

第５回調査

（H23）

第６回調査

（R4）

鉄道 バス 自動車 原付バイク 自転車・二輪 徒歩 不明

（千トリップ）

113

173

197

234

219

452

※第１回～第５回調査は、第１回調査の範囲で集計、第６回調査は第６回調査の範囲で集計

※第６回調査は「原付バイク」と「自転車」が統合され「二輪」となっている

12.1

15.3

16.5

17.3

16.9

18.4

8.1

10.1

9.4

6.2

6.5

5.9

17.0

17.1

18.4

23.8

24.0

27.1

18.7

13.7

13.1

9.7

7.3

5.6

44.1

43.8

42.5

43.0

43.9

42.5

1.4

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

第１回調査

（S46）

第２回調査

（S56）

第３回調査

（H3）

第４回調査

（H13）

第５回調査

（H23）

第６回調査

（R4）

出勤 登校 自由(買物、通院等) 業務 帰宅 不明

（千トリップ）

113

173

197

234

219

452

※第１回～第５回調査は、第１回調査の範囲で集計、第６回調査は第６回調査の範囲で集計
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鉄 道  運行主体：名古屋鉄道（株） 

本市西部に名鉄常滑線、東部に名鉄河和線が運行しており、市内に７駅が設置されています。 

路 線 バ ス  運行主体：知多乗合（株） 

朝倉駅を起点とする岡田線、佐布里線、朝倉団地線と、新舞子駅を起点とする日長団地線の

計４路線が運行しています。 

あいあいバス  運行主体：市 

市内公共交通空白地区の解消と高齢者など移動困難者の日中における利便性を高め、広く市

民の社会参加を促進し、公共施設への利用促進を図るため、北部循環コース系統１（右回り）、

北部循環コース系統２（左回り）と南部コースの３コースを運行しています。 

地 域 バ ス  運行主体：地域、市 

バス停まで歩いていけない高齢者が多い地域や、道路幅が狭くバスが走行できない地域など、

既存の交通で賄うことができない地域特有の移動ニーズに対応する交通手段で、東部コミュニ

ティと旭北コミュニティで運行しています。 

 

 

 

 

 

２ 知多市の公共交通の概況  
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（１）サービス水準 

①鉄道 

本市西部に名鉄常滑線、東部に名鉄河和線が運行しており、市内に７駅が設置されています。 

１日に100本以上停車する市内の鉄道駅は、朝倉、新舞子、巽ケ丘（平日のみ）の３駅です。 

 

市内及び近隣の鉄道駅の運行状況 

 市
内 

停車列車（注） 運行本数 
始発 
時刻 

終発 
時刻 ﾐｭｰ 

ｽｶｲ 特急 
快速
急行 急行 準急 普通 

平日 土休日 

上り 下り 上り 下り 

名
鉄
常
滑
線 

太田川  △ ○ ○ ○ ○ ○ 219 109 215 109 5:29 23:50 

尾張横須賀  △ ○ ○ ○ ○ ○ 113 109 113 109 5:31 23:49 

寺本 ○    ○ ○ ○ 79 76 75 75 5:33 23:52 

朝倉 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ 113 109 113 109 5:35 23:54 

古見 ○    ○ ○ ○ 79 76 75 75 5:36 23:55 

長浦 ○      ○ 42 37 39 37 6:03 23:57 

日長 ○      ○ 42 37 39 37 6:00 0:00 

新舞子 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ 113 109 112 109 5:35 0:02 

大野町     ○ ○ ○ 79 76 75 73 5:33 0:04 

名
鉄
河
和
線 

八幡新田       ○ 59 65 44 44 6:03 0:01 

巽ケ丘 ○  △ ○ ○ ○ ○ 126 126 98 98 5:53 0:23 

白沢       ○ 59 65 44 44 5:59 0:05 

注：「○」全車停車、「△」一部停車                     （資料：令和７(2025)年 名古屋鉄道(株)） 

※令和７(2025)年２月現在 

 

 

②路線バス 

本市では、知多乗合（株）が運行する岡田線、佐布里線、朝倉団地線、日長団地線が運行して

います。 

路線バスの運行状況 

路線・運行経路 

運行本数（本/日） 市内

停留

所数 

始発

時刻 

終着

時刻 
平日 土日祝日 

上り 下り 上り 下り 

岡田線 ― ― ― ― 17 ― ― 

 
東岡田～知多警察署～朝倉駅前 7 8 2 4 12 6:00 21:16 

東岡田～坊ノ下～朝倉駅前 8 8 7 7 14 9:05 17:47 

佐布里線 ― ― ― ― 14 ― ― 

 
梅が丘～にしの台一丁目～朝倉駅前 1 1 1 1 8 5:58 22:13 

朝倉駅前～にしの台一丁目～佐布里～朝倉駅前 17 11 14 6:14 21:34 

朝倉団地線 ― ― ― ― ― 

 朝倉駅前～つつじが丘三丁目～朝倉駅前 1 0 6 6:55 7:12 

日長団地線 ― ― 12 ― ― 

 

新舞子駅前～新舞子駅前 
左回り 6 5 

12 
6:50 14:24 

右回り 9 6 9:27 20:25 

旭桃台東～新舞子駅前 
左回り 1 1 

9 
6:28 7:50 

右回り 1 1 20:00 21:14 

※令和７(2025)年２月現在                   （資料：令和７(2025)年 知多乗合(株)） 
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③あいあいバス 

本市が運行するあいあいバスには、北部循環コース（系統１）、北部循環コース（系統２）、南

部コースの３コースがあります。 

あいあいバスの運行状況 

路線 方面 
平日1日当たり 

運行本数（便/日） 
始発時刻 終着時刻 

北部循環コース（系統１） 右回り ６ 7:00 17:48 

北部循環コース（系統２） 左回り ６ 8:37 18:45 

南部コース 
朝倉駅 ５ 7:24 16:10 

新舞子駅 ５ 9:32 18:24 

※令和７(2025)年10月現在                  （資料：令和７(2025)年 知多市） 

 

 

④地域バス 

市とコミュニティが協働で運行している地域バスは、バス停までの移動が困難な高齢者が多

い地域や、道路幅が狭く通常のバスが走行できない地域など、地域特有の移動ニーズに対応す

る普通自動車を利用した交通手段で、運行ルートやダイヤは各コミュニティで検討しています。 

令和７(2025)年８月現在では、東部コミュニティと旭北コミュニティの２つの地域で、地域バ

スを運行しています。 

地域バスの運行状況 

路線 運行曜日 
1日当たり 

運行本数（便/日） 

東部 

コミュニティ 

北コース 月・金 ７ 

南コース 火・木 ６ 

旭北 

コミュニティ 

長浦コース 火 10 

日長コース 水 11 

新舞子北コース 金 ８ 

※令和７(2025)年８月現在     

 

 

⑤一般タクシー 

市内にはタクシー営業所はなく、東海市など近隣市に立地しています。 

 

 

⑥その他の移動サービス 

その他の移動サービスとして、市内には福祉有償運送※を行う事業者が２つあります。 

 

福祉有償運送事業者の概要 

法人名 特定非営利活動法人 だいこんの花 認定特定非営利活動法人 ゆいの会 

事業所数 １ １ 

運送の区域 東海市、大府市、知多市、東浦町 東海市、大府市、知多市、東浦町 

 

 

（資料：令和７(2025)年 知多市） 

（資料：令和７(2025)年 知多市） 
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（２）利用実態 

①鉄道 

利用者数は、令和２(2020)年に新型コロナウイルス感染症の影響で大きく減少後、増加傾向に

あり、令和６(2024)年の７駅の合計の１日当たり利用者数は約2.6万人となっています。 

 

鉄道駅の１日当たり乗降客数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（資料：名古屋鉄道(株)） 

28,485 28,355 28,370 28,209 

22,093 22,612 

24,149 
25,353 25,740 

0

10,000

20,000

30,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

総数(人)駅別(人)

総数 寺本駅 朝倉駅 古見駅

長浦駅 日長駅 新舞子駅  ケ丘駅
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②路線バス 

利用者数は、令和２(2020)年に新型コロナウイルス感染症の影響で大きく減少後、増加傾向に

あり、令和６(2024)年の利用者数は約22.4万人となっていますが、運行補助金＊は人件費や物価

の高騰などにより増加傾向にあります。 

＊前年度の運行実績に基づき算出した欠損金相当額を交付 

路線バスの年間利用者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

路線バスの運行補助金の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207,946

243,872
233,763

259,991

128,322
125,314

186,721
168,552

224,415

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

岡田線 佐布里線 日長団地線 合 計

(人)

R2.10月 減便 R5.3月 減便 R6.3月 日長団地線

ルート延伸

19,317

15,184 16,281

23,929

28,561

33,167

47,459

34,079

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

岡田線 佐布里線 日長団地線 合 計

(千円)

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

岡田線 84,583 82,343 99,025 115,006 48,066 49,586 70,910 61,510 88,095

佐布里線 79,253 101,657 87,220 106,421 49,666 45,157 75,448 70,267 85,812

日長団地線 44,110 59,872 47,518 38,564 30,590 30,571 40,363 36,775 50,508

合　計 207,946 243,872 233,763 259,991 128,322 125,314 186,721 168,552 224,415

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

岡田線 8,762 9,579 5,902 8,191 13,202 11,156 19,790 13,126

佐布里線 5,119 2,451 4,934 5,554 8,515 13,244 15,206 11,474

日長団地線 5,436 3,154 5,445 10,184 6,844 8,767 12,463 9,479

合　計 19,317 15,184 16,281 23,929 28,561 33,167 47,459 34,079

※令和５年度の減便などによ
る経営見直しなどの結果、
令和６年度補助金は減少 

（資料：知多乗合(株)） 
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③あいあいバス 

利用者数は、令和２(2020)年に新型コロナウイルス感染症の影響で大きく減少後、増加傾向に

あり、令和６(2024)年の利用者数は約13.1万人で、利用者の半数以上が無料利用者＊となってい

ます。また、あいあいバスの運行経費は増加傾向にあり、令和６(2024)年は約8.1千万円となっ

ています。 

  ＊①市内在住で65歳以上の運転免許証自主返納者及び75歳以上の方で「無料あいパス」を提示した方 
 ②身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を提示した方とその介助者１名 
 ③小学生以下の方 

あいあいバスの年間利用者数と有料・無料利用者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あいあいバスのコース別利用者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：知多市） 

33,323 

43,719 
45,245 

47,422 

38,993 

44,979 

49,785 

52,350 

54,933 

28,543 

35,745 35,776 

41,258 

11,823 

15,007 
17,201 

15,631 

25,510 

29,846 

33,551 

35,978 

40,691 

25,330 

29,078 

31,134 
33,306 

35,378 

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

南部コース

東部コース

北部コース

北部循環コース

系統２

北部循環コース

系統１

東部コース、北部コースを統合

北部循環コースに再編

（Ｒ２年４月から運行開始）

(人)

51,203
64,255 69,303

59,600

41,468 44,414 48,034 52,886 56,444

22,486

30,216
28,919 44,711

48,365

59,489
66,436

68,748
74,558

73,689

94,471
98,222

104,311

89,833

103,903

114,470
121,634

131,002

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

有料利用者数 無料利用者数 年間利用者数

R元年10月から無料あいパスの有効

期限を無くし、新たに75歳以上の

市民を対象に拡充
H28年10月から乗車料金を

1乗車200円から100円に改定

(人)

(29％)
(32％) (43％)

(54％)
(57％)

(58％)
(57％)

(68％) (57％)
(71％)

(46％) (43％) (42％)
(43％)(43％)

(57％)

(31％)

(68％)
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あいあいバスの運行経費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※千円単位で四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。 

  

（資料：知多市） 

48,702 49,407
53,654

56,694
61,010

51,869 54,752

68,660 71,418

7,277 6,426
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4,394 4,335
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5,734
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(千円)

運行負担金 運行収入 国庫補助金
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0

5

10

15

20

25

30

（人/日）

【旭北】R4.11

実証運行開始

【旭北】R5.5

コース見直し

【旭北】R5.9

コース見直し

【旭北】R5.12

本格運行開始

④地域バス 

東部コミュニティでは令和５(2023)年５月に、旭北コミュニティでは令和５(2023)年12月に

本運行を開始し、利用者数は増加傾向にあります。 

 

東部コミュニティ地域バスの１日当たり利用者数（月平均）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旭北コミュニティ地域バスの１日当たり利用者数（月平均）の推移 

 

 

  

0
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10

15

20

25

30

35

（人/日）

【東部】R4.3

実証運行開始

【東部】R4.9

運行プラン見直し

【東部】R5.1

運行プラン見直し

【東部】R5.5

本格運行開始

（資料：知多市） 
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⑤一般タクシー 

一般タクシーの知多交通圏（半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、知多郡）の総実車キ

ロ※、車両数は令和２(2020)年の新型コロナウイルス感染症の影響で大きく減少し、その後わず

かに増加傾向はみられるものの、回復していない状況となっています。 

 

知多交通圏におけるタクシーの総実車キロ・車両数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：愛知県タクシー協会） 

⑥その他の移動サービス 

その他の移動サービスとして、市内には福祉有償運送を行う事業者が２つあります。令和６

(2024)年の依頼件数は、２つの事業者を合計すると2,940件となります。 

福祉有償運送事業者の概要 

法人名 特定非営利活動法人 だいこんの花 認定特定非営利活動法人 ゆいの会 

事業所数 １ １ 

運送の区域 東海市、大府市、知多市、東浦町 東海市、大府市、知多市、東浦町 

 

福祉有償運送の依頼件数の推移 

 

 

 

  

（資料：令和６(2024)年 知多市） 

（資料：知多市） 
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第３章 上位・関連計画                       

１ 上位計画 

（１）第６次知多市総合計画（令和２(2020)年度～11(2029)年度） 

将来像 あたらしく、知多らしく。梅香る わたしたちの緑園都市 

理想の未来 

＜まちの未来＞ 

①高度な技術を活用した、交通や買物などの利便性の高いまちが形成されている。 

②自然災害に強く、治安がよい、安全で安心できるまちになっている。 

③持続可能な整備とマネジメントにより土地の有効利用が進み、にぎわいが生ま 

れるまちになっている。 

④地域経済の活性化に資する企業が進出し、自然との調和を図りながら操業して 

いるとともに、市内に起業しやすい環境が整備されている。 

⑤豊かな緑や海、歴史、伝統、文化などの魅力が磨かれ、落ち着いた雰囲気は未 

来につながれており、観光などに広く活用されている。 

⑥行政は、様々なまちづくりの主体と共に戦略的な地域経営を進めている。 

重点戦略 ［政策２-３］暮らしを支える地域公共交通ネットワークづくり 

公共交通関連の施策 
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２ 関連計画 

（１）知多市都市計画マスタープラン（令和２(2020)年度～12(2030)年度） 

将来像 あたらしく、知多らしく。梅香る わたしたちの緑園都市 

公共交通 

ネット 

ワークの 

形成方針 

■公共交通の利用促進 

高齢化の進行により、公共交通の重要性が増すと考えられるため、鉄道、バ

ス事業者に働きかけ、公共交通の充実や利便性向上を図るとともに、地域の実

情に合った総合的な公共交通体系の形成に向けた検討を進め、利用促進を図る。 

■鉄道 

高齢者を始め誰もが安心して暮らし続けられる都市の実現に向け中心的な役

割を担い、公共交通の主要な軸となる鉄道は、事業者と協力・連携して利便性

の維持を図る。 

■バス 

市域西部と東部に偏在する鉄道駅を補い、公共交通を軸とした生活圏を維持

するための重要な役割を担うバス路線は、鉄道へのアクセスができるとともに、

各拠点間を連携する公共交通ネットワークの形成を図る。さらに、公共交通ネ

ットワークを補完し、交通不便地域を解消する交通手段の確保を検討する。 

 

将来都市構造図 
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（２）知多市立地適正化計画（令和３(2021)年度～22(2040)年度） 

将来像 あたらしく、知多らしく。梅香る わたしたちの緑園都市 

立地適正化

の方針 

・若年世代から高齢者まで安心して暮らし続けることができるまちとして選ば

れる都市づくり 

・様々な都市機能が使いやすく配置された都市づくり 

・都市機能に容易にアクセスできる都市づくり 

公共交通軸

の形成方針 

主に広域的な移動ニーズに対応する鉄道については、事業者と協力して、利

用促進を図る。また、主に市内の移動ニーズに対応するバス路線については、

既存路線沿線への居住の誘導等により、既存路線やサービス水準の維持を図る

とともに、鉄道駅と市街地や都市拠点・副次的都市拠点間の連携を図る。 

さらに、こうした鉄道やバス路線網の果たす機能・役割を補完し、公共交通

不便地域を解消する交通手段の確保を検討する。これにより、地域の実情に合

った総合的な公共交通ネットワークの形成を図る。 

 

めざすべき都市の骨格構造 
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（３）第４次知多市障がい者計画（令和３(2021)年度～８(2026)年度） 

基本理念 誰もが いきいきと輝いて暮らす やさしいまち 知多 

基本目標 

１ 啓発広報活動とボランティア活動の推進 

２ 自立した生活の支援・意思決定支援の推進 

３ 安全・安心な生活環境の整備 

４ 防災・防犯対策の推進 

５ 差別の解消・権利擁護の推進と虐待防止 

６ 保健・医療の推進 

７ 雇用・就業の支援 

８ 教育・スポーツ・文化活動の推進 

基本施策 

＜移動しやすい環境の整備＞ 

①公共交通機関の利用促進 

鉄道やバスなどの公共交通機関について、障がい者手帳所持者に対する割引

制度を案内するなど、利用を促進します。 

②移送サービス・福祉有償運送事業への支援 

社会福祉協議会が実施する移送サービスや、ＮＰＯによる福祉有償運送事業

が、安全かつ適正に行われるよう支援します。 

③福祉タクシーなどの料金助成 

福祉タクシーやリフト付タクシーの利用料金について助成し、社会参加を促

進します。利用状況とコミュニティ交通の整備状況などを勘案し、必要に応

じて対象者などの見直しを検討します。 

④自動車運転免許の取得費及び自動車改造費の助成 

身体障害者手帳の所持者に、自動車運転免許の取得費及び自動車改造費を助

成する現行制度のＰＲに努めます。 
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（４）第３次知多市環境基本計画（令和３(2021)年度～12(2030)年度） 

基本理念 つくる、つたえる、つなぐ ～未来に続く ふるさと知多～ 

基本目標 

１ 学びと協働で、よりよい環境をつなぐまち 

２ 地球温暖化対策に向き合い、実践するまち 

３ 資源を節約し、循環利用するまち 

４ 人と自然が共生し、生物多様性が保全されるまち 

５ 安全・安心・快適に暮らせるまち 

基本施策 

２-１ 低炭素なくらし・基盤づくり 

●環境負荷の低い交通の推進 

本市では、これまで道路や駐輪場など自転車の利用環境の整備、パークアン

ドライドの推進、公共交通機関の利用促進など、環境にやさしい交通行動を

軸としたライフスタイルである「エコモビリティライフ」の推進に取り組ん

できました。 

今後も、鉄道、バス、タクシーなど様々な交通機関が連携を深め、交通ネット

ワークづくりと地域の実情に合わせた持続可能な交通手段の導入を検討し、

低炭素型交通の推進に努めます。また、バスの乗り方教室や出前講座などの

取組を行い、地域公共交通への関心を高めるとともに利用促進を図ります。 

●ゼロエミッション自動車（ＺＥＶ）の導入推進 

自動車全体から排出される温室効果ガスは、日本全体の15％程度と言われて

おり、「電気自動車（ＥＶ）」や、ガソリンと電気の両方を使う「プラグインハ

イブリッド自動車（ＰＨＶ）」、水素を使って電気をつくる「燃料電池自動車

（ＦＣＶ）」など、走行時に排気ガスを出さない、ゼロエミッション・ビーク

ル（Zero Emission Vehicle）の普及により、温室効果ガスを削減することが

できます。 

コストや充電・充てんインフラの整備、製造時の温室効果ガスの排出などの

課題もまだありますが、電気自動車（ＥＶ）や燃料電池自動車（ＦＣＶ）など

は、災害時の電源にもなり、私たちの生活に欠かせないものだからこそ、買い

換える際には、エコな自動車への切替えを促進します。 
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（５）知多市観光ビジョン（令和６(2024)年度～12(2030)年度） 

基本理念 
住んでよし 訪れてよし 商ってよし 

知多市版“三方よし”の観光まちづくり 

基本方針の

柱 

１ 「知多らしさ」の活用による消費額拡大 

２ にぎわい創出のための観光客受入れ環境整備 

３ 観光ＤＸ※への対応と戦略的プロモーション 

４ 異業種交流による観光イノベーション 

５ 広域連携によるコバンザメ商法 

アクション

プラン 

２０２５ 

柱２ にぎわい創出のための観光客受入れ環境整備 

●新舞子ビーチフェスティバル、佐布里池梅まつりの臨時駐車場の開設・ 

シャトルバスの運行 ＜継続＞  

【概 要】交通渋滞を防ぐため臨時駐車場を開設します。  

【主 体】商工振興課  

【年 度】令和７(2025)年度～ 

●公共交通利用促進キャンペーン（佐布里池梅まつり） ＜継続＞  

【概 要】交通渋滞を防ぐため、電車・バスでの来訪を呼びかけます。  

【主 体】商工振興課（佐布里池梅まつり実行委員会事務局）、市民協働課、 

名古屋鉄道（株）、知多乗合（株）  

【年 度】令和７(2025)年度～ 

 

（６）朝倉駅周辺整備基本構想（平成30(2018)年３月策定） 

まちづくりの

コンセプト 知多市の玄関口にふさわしい“顔”づくり 

整備の 

基本的な 

方向性 

⚫ 中心拠点としての都市機能の誘導 

⚫ 居住者・来訪者の集い・憩いの場の提供 

⚫ 市の特性、個性を活かしたまち 

計画対象 

地区の 

整備方針 

【北街区の整備方針】 

市民の多様なニーズに応えられる知多市の商業・交流・にぎわい拠点 

【中街区の整備方針】 

対象地区の中核的役割を担うとともに、知多市の玄関口にふさわしいにぎわい

を形成 

【南街区の整備方針】 

市外から人を呼び込めるような新たな定住拠点 

新庁舎 

イメージ 

パース 

 

※アクションプランは毎年度見直します。 
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（７）愛知県地域公共交通計画（令和６(2024)年度～８(2026)年度） 

目指す 

公共交通像 
安心・便利な暮らしと、活発な経済活動を支える公共交通の維持・充実 

主な県の 

施策 

方針１  広域的な移動を支える幹線軸の維持・充実 

⚫ 名古屋駅のスーパーターミナル化を推進 

⚫ 鉄道駅の施設・設備のバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化の取組

を促進 

⚫ 地域鉄道が実施する安全安定輸送に必要な修繕・設備投資を支援 

⚫ 市町村間交通を支える路線バスに対し運行経費を補助      など 

方針２ 公共交通ネットワークを支える仕組みづくり 

⚫ タクシー、乗合タクシー、新モビリティ等の活用方法を検討   など 

方針３ 公共交通をみんなで使い、支え、育てる意識の醸成 

⚫ 自動車から公共交通への転換を促進するための情報発信や啓発を実施 

など 

 

公共交通ネットワークのイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※愛知県において、令和９(2027)年度からの５か年を取組期間とする次期計画を策定予定です。 
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第４章 交通を取り巻く情勢                    

１ 法制度等の変化 

（１）「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の一部改正 

「持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の活性

化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律」が令和２(2020)年11月に施行されました。地

方公共団体による「地域公共交通計画」の策定が努力義務化され、地方公共団体主導の公共交通

サービス改善や、地域の輸送資源を総動員する取組が位置付けられました。 

また、令和５(2023)年10月には、あらゆる交通モードにおける地域の関係者の連携・協働＝「共

創」を通じ、利便性・持続可能性・生産性が向上するよう、地域公共交通ネットワークを再構築

＝「リ・デザイン」するための法改正が行われ、目的規定に、自治体・公共交通事業者・地域の

多様な主体などの「地域の関係者」による「連携と協働」や国の努力義務として、関係者相互間

の連携と協働の促進が追加されるとともに、地域公共交通計画への記載に努める事項として「地

域の関係者相互間の連携に関する事項」が追加されました。 

 

令和５(2023)年の法改正の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：国土交通省） 
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（２）自動車運転者の労働時間などの改善 

長時間労働の実態がみられるトラック、バス、ハイヤー・タ

クシーなどの自動車運転者の労働条件の向上を図るため、拘

束時間（始業時刻から終業時刻までの使用者に拘束される全

ての時間）や休息期間などの基準が設けられた「自動車運転者

の労働時間等の改善のための基準」が令和４(2022)年12月に

改正され、令和６(2024)年４月に適用されました。これに伴っ

て発生する様々な影響が「2024年問題」と呼ばれており、物流

の停滞やバスの減便などが発生しています。 

 

 

 

（３）日本版ライドシェアの創設 

地域交通の「担い手」「移動の足」不足解消のため、令和６(2024)年３月、タクシー事業者の管

理の下で、自家用車・一般ドライバーを活用した運送サービスの提供を可能とする日本版ライド

シェアが創設されました。 

国土交通省では、全国各地で、タクシー、乗合タクシー、日本版ライドシェアや公共ライドシ

ェア※などを地域住民や来訪者が使えない「交通空白」の解消に向けて早急に対応していくため

「交通空白」解消本部を設置し、自治体・交通事業者とともに、「交通空白」の解消に向けた取組

を進めていくこととしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：国土交通省） 

改善基準告示パンフレット 

（資料：厚生労働省） 

１．アプリデータに基づき不足車両数を算出して実施する地域 

東京、横浜、名古屋、京都、札幌、仙台、さいたま、千葉、 

大阪、神戸、広島、福岡の 12 地域 

２．自治体やタクシー事業者の申出により実施が可能なその他の地域 

軽井沢町、金沢、富山は運行開始 

※簡便な方法により不足車両数を算出し、事業の実施が可能 

（例） 

○金曜日・土曜日の 16 時台から翌５時台をタクシーが不足する曜日及び時間帯とし、当該地域のタクシー車両

数の５％を不足車両数とみなす 

○自治体が曜日・時間帯における不足車両数を運輸支局へ申し出た場合、その内容を不足車両数とみなす 

○当該自家用車を活用して、データの収集及び不足車両数の検証を行った上で、上記の暫定的な不足車両数を

見直す 

日本版ライドシェアの概要 
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２ 社会情勢の変化 

（１）ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の推進 

平成27(2015)年９月に国連サミットにおい

て、「持続可能な開発のための2030アジェンダ

（2030アジェンダ）」が採択されました。2030

アジェンダの中には、先進国を含む国際社会

全体の開発目標として、ＳＤＧｓ（Sust-

ainable Development Goals：持続可能な開発

目標）の17のゴール（目標）と169のターゲッ

トが掲げられました。 

日本では、平成28(2016)年12月に決定された「ＳＤＧｓ実施指針」に基づき、「ＳＤＧｓアクシ

ョンプラン」を策定し、政府が行う具体的な施策などが整理され、国土交通省による公共交通機

関などのバリアフリー化の推進や「コンパクト・プラス・ネットワーク」の推進などの各事業が

実施されています。 

（２）新型コロナウイルス感染症の流行 

令和２(2020)年１月に新型コロナウイルス感染症が日本で初めて報告され、行動制限や感染リ

スクへの不安から、公共交通機関の利用者数は大幅に減少しました。その後、利用者数は回復傾

向にあるものの、新しい生活様式としてテレワークやオンライン授業などが推奨され、ライフス

タイルが変化したことで、通勤・通学の移動が必要なくなった人も一定数存在しています。 

（３）カーボンニュートラルに向けた取組 

令和２(2020)年10月、政府は令和32(2050)年までに温室効

果ガスの排出を実質ゼロにする、カーボンニュートラル※を

目指すことを宣言し、令和３(2021)年４月には、令和

12(2030)年度において、温室効果ガス 46％削減（平成

25(2013)年度比）を目指すこと、さらに50％削減に向けて挑

戦を続けることを表明しました。 

地域公共交通分野においても脱炭素社会に向けた車両電

動化などの交通ＧＸ（グリーントランスフォーメーション）

の推進が不可欠とのことから、令和５(2023)年４月の「地域

交通法」の改正において、ＥＶバス・ＥＶタクシーなどの導

入を通じて、交通ＧＸを推進する事業が創設されました。 

本市でも、令和３(2021)年８月に「ゼロカーボンシティちた宣言」を発表し、未来につながる

環境都市づくりを目指しています。 

公共施設における省エネを推進し、令和12(2030)年までに公用車の電動車の割合を50％以上に

するとともに、新庁舎は「ZEB Ready※」の認証を取得しました。令和32(2050)年までに二酸化炭

素の排出量実質ゼロを実現するには、市民、企業、行政の協力が不可欠です。「ゼロカーボン推進

パートナー制度」では、ゼロカーボンシティちたの実現に向けて取り組んでいただける事業者な

どを推進パートナーとして認定し、協働により取組を進めています。市民が安心して暮らせる持

続可能な環境都市づくりは、地域全体で取り組むことが重要です。 

ＳＤＧｓの 17 の目標 

（資料：国際連合広報センター） 

ＥＶバス 

（資料：知多乗合(株)） 
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（４）運転手不足の深刻化 

自動車運転の職業の有効求人倍率は、全職業平均に対して全国では約２倍、愛知県ではより高

い水準で上昇しています。さらに2024年問題も重なることで、運転手不足により、路線バスの減

便や一般タクシーの営業車両の減少、事業者の撤退などが地域によっては生じており、地域公共

交通を維持する上で深刻な問題となっています。 

 

輸送・機械運転の職業の有効求人倍率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：令和６(2024)年 最近の雇用情勢、令和６(2024)年 一般職業紹介状況（職業安定業務統計）） 

 

（５）運転免許証返納者の状況 

高齢者を中心とした運転免許証の自主返納者は、令和５(2023)年は全国で約38万人、愛知県で

は約2.3万人となっています。 

 

運転免許証自主返納件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：令和６(2024)年 運転免許統計）  
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（６）リニア中央新幹線の開業に向けた取組 

リニア中央新幹線は、中部国際空港、新東名高速道路などとともに、交流の基盤となる広域交

通ネットワークを形成し、愛知県の社会・経済に大きな波及的効果を与えると考えられています。 

リニア中央新幹線が全線開業することで、三大都市圏を結び、多様な自然や文化を有する地域

を内包する、世界に類を見ない魅力的な経済集積圏である日本中央回廊が形成され、その核とな

る名古屋駅は、鉄道９路線が集結する一大ターミナルであり、ハブ機能※の強化が求められてい

ます。 

今後事業が本格化する名古屋駅のスーパーターミナル化は、他の交通機関との乗換や中部国際

空港へのアクセス性などの利便性向上など、交通結節機能を一層強化していくものであり、その

開業による時間短縮効果を県内の広域に拡大させるために不可欠なものとされています。 

リニア中央新幹線開業に伴う東海道新幹線利便性向上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：国土交通省） 

 

（７）Society5.0を実現するＤＸの推進 

「Society5.0」は、ＡＩやＩｏＴ（Internet of Things）などの技術革新を様々な産業や社会

に取り入れることで、経済発展と社会的課題の解決を両立する社会として提唱された未来社会の

コンセプトです。Society5.0の実現のため、近年ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）が

進展しています。 

地域公共交通分野では、高齢者人口の更なる増加、ライフスタイルの変化などにより、利用者

のニーズや移動手段のあり方が多様化している背景から、デジタル技術やデータの効果的な活用

により効率性・利便性の向上を図る交通ＤＸの推進が不可欠と言えます。 

このことから、令和５(2023)年10月の「地域交通法」の改正において、自動運転やＭａａＳ※ 

（Mobility as a Service）などデジタル技術を実装する「交通ＤＸ」が地域公共交通の利便性・

生産性・持続可能性を高める取組として地域公共交通の「リ・デザイン」（再構築）の柱の１つと

なり、ＡＩオンデマンド交通・キャッシュレス決済などの技術を通じて、交通ＤＸを推進する事

業が創設されました。 
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第５章 各種ニーズ調査                      

１ 各種調査概要 

バス乗降調査 

対 象 あいあいバス（３コース）・路線バス（４路線）の平日・休日各１日の全便全利用者 

期 間 
R6/6/15（土）・17（月）・18（火）・20（木）・ 

22（土）・24（月）・25（火）・28（金）・29（土） 

方 法 バス乗車時に手渡し配布、降車時に回収 

回収数 1,629通 

バス利用者アンケート調査 

対 象 あいあいバス（３コース）・路線バス（４路線）の平日・休日各１日の全便全利用者 

期 間 
R6/6/15（土）・17（月）・18（火）・20（木）・ 

22（土）・24（月）・25（火）・28（金）・29（土） 

方 法 バス乗車時に手渡し配布、郵送又はweb回答 

回収数 あいあいバス：200通、路線バス：193通、路線不明：30通 

市民アンケート調査 

対 象 15歳以上の市民2,000人 

期 間 配布：R6/8/29（木）～ 返送締切：9/17（火） 

方 法 郵送配布、郵送又はweb回答 

回収数 郵送：587通、web：201通 回収率：39.4％ 

65歳以上市民アンケート調査 

対 象 65歳以上の市民1,000人 

期 間 配布：R6/8/29（木）～ 返送締切：9/17（火） 

方 法 郵送配布、郵送又はweb回答 

回収数 郵送：502通、web：28通 回収率：53.0％ 

中高生アンケート調査 

対 象 市内の中学校（５校）３年生、高校（１校）全学年の生徒 

期 間 配布：R6/9/26（木）～ 返送締切：10/31（木） 

方 法 web回答 

回収数 中学生：545通、高校生：691通 

関係者ヒアリング 

対 象 鉄道・バス・タクシー事業者、福祉有償事業者、企業 

期 間 R6/12 

方 法 質問シート又は直接ヒアリング 
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２ バス乗降調査 

（１）利用目的 

平日は、あいあいバスは「買物」、路線バスは「通勤」の割合が高く、休日はあいあいバス、

路線バスともに「買物」の割合が増加しています。 

 

利用目的（平日） 
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３ バス利用者アンケート調査 

（１）バスの満足度 

あいあいバス、路線バスともに「運行本数」「最終バスの時間帯」の不満度が高くなっていま

す。一方で、「総合的な満足度」は「満足」と「やや満足」を合わせた“満足”が、「不満」と「や

や不満」を合わせた“不満”を上回っており、あいあいバスでは運賃や運転の安全性、路線バス

では降車バス停から目的地までの距離や乗車時間、運転の安全性の満足度が９割を超えていま

す。 
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４ 市民アンケート調査・65歳以上市民アンケート調査 

（１）普段の外出の移動手段 

普段の外出の際に利用する移動手段は、市民アンケート、65歳以上市民アンケートともに７

割が「自家用車（自分自身での運転）」と回答しています。 

 

普段の外出の移動手段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）普段の外出に困っている程度 

市民アンケート、65歳以上市民アンケートともに、どの目的地に対しても「困っていない」が

「困っている」と「やや困っている」の合計を大きく上回っています。 

 

普段の外出に困っている程度（市民）        普段の外出に困っている程度（65歳以上） 
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（３）運転免許証返納後に利用したい（している）移動手段 

市民アンケート、65歳以上市民アンケートともに、「あいあいバス」が最も高く、次いで「名

鉄電車」「家族や知人の送迎」となっています。 

 

運転免許証返納後の移動手段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）バスに期待する役割 

あいあいバス、路線バスともに「通院・買い物するための交通手段」「自動車などを利用でき

ない方や、利用できなくなった場合の交通手段」の２項目が高く、次いで高い項目はあいあいバ

スでは「市内の施設へ行くための交通手段」、路線バスでは「鉄道駅へ行くための交通手段」と

なっています。 

 

バスに期待する役割（市民） 
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自動車などを利用できない方や、利用できなくなった場合の交通手段

いつでも、誰でも、利用できる安心感を与える交通手段

バスの運行が交流を生み、まちの活性化や活力につながる交通手段

知多市をアピールする資源となる交通手段

路線バス（n=672） あいあいバス（n=646）

(%)
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（５）通勤に鉄道を利用する人がバスに期待する役割 

日頃の通勤に鉄道を利用している人があいあいバスに期待する役割は前頁（４）と同様の傾

向となっていますが、路線バスについては「鉄道駅へ行くための交通手段」が最も高くなってい

ます。 

 

通勤に鉄道を利用する人がバスに期待する役割（市民） 

 

 

 

 

 

 

 

（６）公共交通の利用頻度 

鉄道以外の公共交通の利用頻度は低く、「利用していない」が７割以上を占めています。 

 

公共交通の利用頻度（市民） 

 

図 通勤に鉄道を利用する人があいあいバスに期待する役割（市民） 

  

10.4

0.3

0.1

0.1

4.0

0.9

1.8

0.3

17.3

4.9

3.2

1.9

48.5

13.6

11.7

20.3

19.2

77.1

78.8

71.7

0.6

3.3

4.4

5.8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

鉄道

路線バス

あいあいバス

タクシー

ほぼ毎日 週に数回程度 月に数回程度 年に数回程度 利用していない 無回答

合計（n=780）

0.4

1.4

5.9 71.3 14.5 6.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地域バス

運行日はほぼ毎日 月に数回程度 年に数回程度 利用していない 自分の地域では運行していない 無回答

合計（n=780）

15.5

17.5

19.5

14.7

4.0

0.6

2.3

19.2

4.2

1.4

1.1

9.3

25.6

14.5

22.2

1.9

0.9

2.5

20.1

2.5

0.3

0.3

0 5 10 15 20 25 30

通勤・通学するための交通手段

通院・買い物するための交通手段

鉄道駅へ行くための交通手段

市内の施設へ行くための交通手段

市外の施設へ行くための交通手段

市外から来訪する方にとっての交通手段

観光をするときの交通手段

自動車などを利用できない方や、利用できなくなった場合の交通手段

いつでも、誰でも、利用できる安心感を与える交通手段

バスの運行が交流を生み、まちの活性化や活力につながる交通手段

知多市をアピールする資源となる交通手段

路線バス（n=72） あいあいバス（n=72）

(%)



39 

98.5

87.3

91.9

53.0

30.0

14.5

40.2

9.1

71.7

31.0

4.4

4.6

7.5

17.1

16.1

13.9

67.4

34.9

18.1

25.4

20.2

35.9

28.8

10.9

17.9

0 20 40 60 80 100

市内を名鉄電車（常滑線、河和線）が走っていること

鉄道駅によっては周辺に駐車場や自転車駐車場があること

自宅から最寄りの鉄道駅の位置

市内を路線バス（岡田線、佐布里線、朝倉団地線、日長団地線）が走っていること

利用方法（乗り方、ルート、運行時間帯など）

昼間時間帯（始発地を８時～16時台に出発する便）に運賃割引を実施していること

マナカなどの交通系ＩＣカードで運賃を支払えること

路線バス通学定期券の購入補助金を市が交付していること

市内をあいあいバス（北部循環コース系統１・系統２、南部コース）が走っていること

利用方法（乗り方、ルート、運行時間帯など）

バスロケーションシステムでバスの現在地が確認できること

グーグルマップでバス停の位置や乗り換えの検索ができること

あいあいバスと他のバス（路線バス、東海市・阿久比町のバス）で乗り換えできること

無料あいパスを発行していること

東部地区、旭北地区で地域バス（ワンボックスサイズの普通自動車）が走っていること

利用方法（乗り方、ルート、運行時間帯など）

自宅近くのバス停の位置

自宅近くのバス停の名前

自宅近くを走るバスの運行ダイヤ

自宅近くを走るバスの運行ルート

自宅近くを走るバスで行くことができる施設

タクシー乗り場の場所

タクシーの利用方法（予約方法など）

タクシー運賃の割引制度（運転免許証返納割引・障がい者割引など）

市が行っている障がいのある方や高齢者の方へのタクシー料金の助成

(%)合計 (n=777)

（７）公共交通の認知度 

鉄道以外の公共交通についての各種情報の認知度は低く、利用する可能性が高い自宅近くの

バスのダイヤやルート、行くことができる施設についても３割以下となっています。 

 

公共交通の認知度（市民） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）公共交通の満足度 

鉄道以外の公共交通については、「満足」と「やや満足」を合わせた“満足”より「不満」と

「やや不満」を合わせた“不満”の割合が高くなっています。 

 

公共交通の満足度（市民） 
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35.0
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鉄道 (n=581)

路線バス (n=137)

あいあいバス (n=115)

地域バス (n=40)

タクシー (n=140)

満足 ほぼ満足 やや不満 不満

鉄道 

路線 
バス 

あいあい 
バス 

地域バス 

バス 
全般 

タクシー 
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（９）移動手段を検討していく望ましい姿 

市民アンケート、65歳以上市民アンケートともに、「地域と市が協働で移動手段を検討する方

がいい」が最も高く、６割を占めています。 

 

移動手段を検討していく望ましい姿（市民・65歳以上） 

  

7.4

7.2

10.3

12.6

62.9

57.1

17.6

18.3

1.8

4.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市民（n=780）

65歳以上 (n=525)

地域が主体となって移動手段を検討するほうがいい 市が主体となって移動手段を検討するほうがいい

地域と市が協働で移動手段を検討するほうがいい 判断できない

無回答
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５ 中高生アンケート調査 

（１）普段の外出に困っている程度 

どの目的地に対しても「困っていない」が「困っている」と「やや困っている」の合計を上回

っているものの、学校、駅、飲食店・娯楽施設への移動に困っている中高生が３割程度存在して

います。 

 

普段の外出に困っている程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）どのような公共交通だったら地域に住み続けたいか 

「通勤・通学するための交通手段が充実している」が群を抜いて高くなっています。 

 

どのような公共交通だったら地域に住み続けたいか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）進路検討の際に公共交通でのアクセスを重視するか 

学校や就職先に公共交通でアクセスできるかどうかは、「とても重視する」と「やや重視する」

の合計が８割を占めています。 

 

進路検討の際に公共交通でのアクセスを重視するか 
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19.3
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習い事

駅

飲食店・娯楽施設

困っている やや困っている 困っていない 移動しない

n=1,236
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0.4
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10.4
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0.4

1.1
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通勤・通学するための交通手段が充実している

通院・買物するための交通手段が充実している

鉄道駅へ行くための交通手段が充実している

市内の施設へ行くための交通手段が充実している

市外の施設へ行くための交通手段が充実している

市外から来訪する方が利用する交通手段が充実している

観光をするときの交通手段が充実している

自家用車などを運転できない方や、利用できなくなった場合の交通手段が充実している

いつでも、誰でも利用できる安心感を与える交通手段がある

バスの運行が交流を生み、まちの活性化や活力につながっている

地域をアピールするＰＲ資源となる交通手段がある

その他

(%)n=1,236

32.4 47.4 11.3

1.8

7.1
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n=1,236

とても重視する やや重視する あまり重視しない 重視しない わからない
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６ 関係者ヒアリング 

（１）交通事業者 

利用状況 

鉄道 
・利用者数は前年度からは増加しているものの、コロナ禍前の９割程度 

・利用者は朝夕（６～８時、17～19時）に集中 

バス 

・路線バスは主に通勤目的で朝夕に集中 

・あいあいバスは買物、通院目的で日中に分散 

・地域バスは買物、通院目的でリピーターの利用が中心 

タクシー 
・地域によって異なるが、朝夕の通勤時間帯の利用が多い 

・以前より自家用車送迎が増え、タクシー利用は減少 

安全な運行を確保する上での問題点 

鉄道 
・踏切への自転車や自動車の侵入、歩行者の無理な横断 

→踏切障害物検知装置、非常ボタン、ＡＩ画像解析を活用したシステム導入 

バス 
・狭隘道路が多く、車両とのすれ違いが困難 

・あいあいバス南部コースで頻繁に遅延が発生 

タクシー ・駅のタクシー乗降場でのマナー違反が発生 

安定的な運行を提供する上での問題点 

鉄道 

・ライフスタイルの変化、人口減少による需要低下 

・人件費高騰、物価上昇 

・要員確保 

→駅係員の無配置化や列車のワンマン運転化、ダイヤ適正化、沿線活性化の取組 

バス ・運転手不足 

タクシー 
・運転手不足 

・土日、深夜勤務希望者の減少 

公共交通全体の利便性を高める取組提案 

鉄道 
・各種運賃割引（実施） 

・ＭａａＳアプリ「ＣｅｎｔＸ※」（実施）、地域版ＭａａＳの提供（他地域で実施） 

バス 

・鉄道とバスの乗り継ぎに考慮したダイヤ見直し 

・路線バスとコミュニティバスの連携強化 

・子どもを対象としたバスのイベント実施 

タクシー 

・ＭａａＳアプリ「ＣｅｎｔＸ」、タクシー配車アプリの活用（実施） 

・朝倉駅にハブ機能を持たせた交通路線の整備 

・タクシー助成券の発行 

・イベント時の公共交通事業者と行政の連携 
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（２）福祉有償運送事業者（２事業者） 

利用者からの意見 

・急な依頼に対応してほしい→運転手が確保できないためお断りする 

・要支援１～２でも利用できるとよい 

・タクシーが捕まらないため、誰でも乗せてほしい 

・併用して支援サービスやたすけあい（有償活動）を利用しなければいけないので料金の負担

が厳しくて利用できない 

事業継続における問題点 

・人材不足 

・タクシー業界との連携強化 

・資金不足→補助金の利用、料金値上げ検討 

・公共機関、公共交通機関ステーション、スーパーなどのタクシー駐車帯への福祉有償運送車

両の使用許可 

知多市や地域住民・団体・企業などと連携した取組提案 

・福祉有償運送に関わる機会をつくる 

・行政からの車両提供 

・福祉有償運送事業の周知 

・広報での運転手募集 

・企業送迎バス運転手などと公共交通、福祉有償運送運転手との兼務 

 

（３）企業（市内の主要駅（朝倉駅・新舞子駅）から送迎している４社） 

運行する上での問題点 

・需要の少ない時間帯の通勤者は車通勤となるが、駐車場台数の制限のため、採用を見送る 

ことがある 

・通勤時間帯の交通渋滞 

・朝倉駅の企業バスロータリーに観光バスが停車していることがある 

・運転手不足 

・新舞子駅東口ロータリーの混雑（西口はマイクロバスの乗り入れ困難） 

公共交通全体の利便性を高める取組提案 

・新舞子駅～知多大興寺工業団地の路線の延長 

・企業送迎バスへの一般混乗 
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第６章 知多市の地域公共交通の課題                

ここまでに整理した知多市の地域特性や公共交通の現状、各種ニーズ調査、関係者ヒアリン

グなどにより、知多市の地域公共交通の課題をまとめます。 

 

【課題抽出の背景】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市内外の移動を支える公共交通ネットワークの維持 

多様化する移動ニーズに対応した使いやすい公共交通の確保 

公共交通についての認知度、興味関心の向上 

あらゆる関係者による連携・協働 

  

① 知多市の概況（人口推移、都市施設分布、移動特性など） 

② 知多市の公共交通の概況（公共交通網、利用実態など） 

③ 上位・関連計画（総合計画、都市計画マスタープランなど） 

④ 交通を取り巻く情勢（法改正、運転手不足、技術進展など） 

⑤ バス乗降調査 

⑥ バス利用者アンケート調査 

⑦ 市民アンケート調査 

⑧ 65 歳以上市民アンケート調査 

⑨ 中高生アンケート調査 

⑩ 関係者ヒアリング（交通事業者、福祉有償運送事業者、企業） 

 

課題１ 

課題２ 

課題３ 

課題４ 
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市内外の移動を支える公共交通ネットワークの維持 

✓ 市民の生活圏域は名古屋市や近隣市町へ広がっており、広域的な移動に対応した公共交通軸が

必要です。 

✓ 鉄道による広域公共交通軸と市内各地域とを結ぶ基幹バス路線が必要です。 

✓ 日常生活において移動しやすい公共交通ネットワークが必要です。 

 

課題１の背景となる現状や問題点 
課題抽出の背景（44ページ） 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

通勤・通学特性を見ると、名古屋市や東海市とのつながりが

強くなっており、周辺市町へのアクセス性を確保・維持する

必要があります。 

●  ●        

市民アンケート・65歳以上市民アンケートでは「駅への移動」

に困っている割合が他の目的と比べて高くなっています。 
      ● ●   

あいあいバスの利用者数は増加傾向にあり、利用者には現在

のサービスが一定程度受け入れられていると考えられるこ

とから、サービス水準を確保・維持する必要があります。 

 ●    ●     

平日は、路線バスは主に通勤目的、あいあいバスは主に買物

目的で利用されており、こうした目的や目的地に対応した路

線を確保・維持する必要があります。 

    ●      

バスに対する利用者の総合的な満足度は、「満足」が「不満」

を上回っており、現在のサービスが一定程度受け入れられて

いると考えられることから、サービス水準を確保・維持する

必要があります。 

     ●     

路線バス・あいあいバスには、「通院・買い物するための移

動手段」「自動車などを利用できない、利用できなくなった

場合の交通手段」の役割が期待されていますが、通勤に名鉄

電車を利用している人は、路線バスに対して「鉄道駅へ行く

ための交通手段」の役割を期待しています。 

      ● ●   

 

  

課題１ 



46 

多様化する移動ニーズに対応した使いやすい公共交通の確保 

✓ 移動ニーズやまちの変容に合わせた対応が必要です。 

✓ 路線バスやあいあいバスのサービス水準の確保が必要です。 

✓ 免許返納後や自動車を運転できない方の移動手段の確保が必要です。 

 

課題２の背景となる現状や問題点 
課題抽出の背景（44ページ） 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

人口密度の高いエリアは概ね公共交通利用圏域に含まれて

いますが、巽ケ丘駅や八幡新田駅周辺の住宅地では特に高

低差が大きく、高齢者人口密度が高いため、高齢化の進行

により移動困難な高齢者の増加が懸念されます。 

●          

本市に住む外国人は増加傾向にあり、外国人も公共交通を利

用できる環境の整備が必要です。 
●          

バス利用者は、運行本数・最終バスの時刻に対して不満を持

っており、利用者ニーズへの対応が必要です。 
     ●     

バスに対する利用者の総合的な満足度は、「満足」が「不満」

を上回っており、現在のサービスが一定程度受け入れられて

いると考えられるため、サービス水準を確保・維持する必要

があります。 

     ●     

免許返納後は「あいあいバス」を利用しようと考えている人

が多く、高齢者が利用しやすい環境が必要です。 
      ● ●   

路線バス・あいあいバスには、「通院・買い物するための移

動手段」「自動車などを利用できない、利用できなくなった

場合の交通手段」の役割が期待されていますが、通勤に名鉄

電車を利用している人は、路線バスに対して「鉄道駅へ行く

ための交通手段」の役割を期待しています。 

      ● ●   

駅、学校、飲食店・娯楽施設への移動に困っている中高生が

一定数存在しており、自動車を運転できない年代の移動手段

の確保が必要です。 

        ●  

バス運行において、慢性的な遅延の発生や運行ルートの狭隘

といった課題が挙げられており、安全な運行に向けた改善が

必要です。 

         ● 

 

  

課題２ 
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公共交通についての認知度、興味関心の向上 

✓ バスに関する情報の認知度の向上が必要です。 

✓ 公共交通を利用する機会の創出が必要です。 

✓ 将来公共交通を利用することが期待される若い世代への意識醸成が必要です。 

✓ 環境に配慮した交通行動や公共交通の利用促進が必要です。 

 

課題３の背景となる現状や問題点 
課題抽出の背景（44ページ） 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

本市に住む外国人は増加傾向にあり、外国人も公共交通を利

用できる環境の整備が必要です。 
●          

路線バスの運行補助金は増加傾向にあり、改善が必要です。  ●         

第３次知多市環境基本計画では、市は県が取り組む｢エコモ

ビリティライフ｣の推進へ協力すること、市民は徒歩や自転

車、公共交通機関を利用して、自動車利用を控えるよう努め

ることとしており、環境分野との連携が必要です。 

  ●        

日頃の外出に自家用車を利用する方が大半を占め、公共交通

を利用していません。 
      ● ●   

公共交通の利用頻度は低く、鉄道以外は「利用していない」

が７割を占めており、公共交通の利用を増やす取組が必要で

す。 

      ●    

バスのダイヤやルート、行くことができる施設などの認知度

は３割以下と低く、認知度の向上が必要です。 
      ●    

市民アンケートでは、鉄道以外の路線バス、あいあいバス、

地域バス、タクシーについての満足度は、「満足」を「不満」

が上回っており、満足度の向上（不満度の低減）が必要です。 

      ●    

中高生が地域に住み続けるためには、通勤・通学するための

交通手段の充実が必要です。 
        ●  

中高生の進路検討には、学校や就職先への公共交通によるア

クセスが重視されています。 
        ●  

 

  

課題３ 
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あらゆる関係者による連携・協働 

✓ まちづくり計画との連携が必要です。 

✓ 市域を越えたあらゆる関係者との連携・協働が必要です。 

✓ 市内観光施設と連携した市内周遊につながる取組が必要です。 

✓ 運転手などの人材が不足しており、改善に向けた取組が必要です。 

✓ 公共交通を安定的で持続可能な事業とするための取組が必要です。 

✓ 地域が主体となって運営する地域バスなどへの継続的な支援が必要です。 

 

課題４の背景となる現状や問題点 
課題抽出の背景（44ページ） 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

本市の人口は減少していく見込みですが、65歳以上の高齢者

の割合は増加しており、高齢化が進行しています。 
●          

市内の主な観光施設は公共交通利用圏域内であるものの、来

訪者が市内を周遊する手段が不足しています。 
●          

公共交通利用者数はコロナ禍後に回復傾向にあるものの、鉄

道、路線バスはコロナ前までの回復には至っておらず、安定

的な公共交通の運行に向けた取組が必要です。 

 ●         

路線バスの運行補助金は増加傾向にあり、改善が必要です。  ●         

第６次知多市総合計画では、持続可能な公共交通ネットワー

クの構築や利用促進施策が位置付けられており、本計画はこ

うした指針に基づいて策定する必要があります。 

  ●        

知多市都市計画マスタープラン、知多市立地適正化計画で

は、鉄道・バスを公共交通軸として位置付け、事業者と協力・

連携した利用促進や、鉄道駅の交通結節機能の強化などを方

針としており、こうしたまちづくり計画との連携が必要で

す。 

  ●        

第４次知多市障がい者計画、第３次知多市環境基本計画で

は、公共交通の利用促進や関心を高める取組が位置付けられ

ており、福祉や環境などの他分野との連携が必要です。 

  ●        

改正地域交通法では、自治体・公共交通事業者・地域の多様

な主体などの「地域の関係者」による「連携と協働」が求め

られています。 

   ●       

全国的にバスやタクシーの運転手が不足しており、自動車運

転者の労働時間などの改善による2024年問題が重なること

で、各地でサービス確保が困難になる事業者が発生してお

り、安定的な公共交通の運行に向けた取組が必要です。 

   ●       

移動手段を検討していく姿として、地域と行政が協働で移動

手段を検討することが望まれています。 
      ● ●   

事業者ヒアリングでは、安定的な運行に向けた課題として、

運転手不足の深刻化や利用者の減少が挙げられており、改善

に向けた取組が必要です。 

         ● 

 

  

課題４ 
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第７章 地域公共交通の将来像と方針               

１ 交通将来像 

第６次知多市総合計画では、「あたらしく、知多らしく。梅香る わたしたちの緑園都市」

を将来像に掲げ、「暮らしを支える地域公共交通ネットワークづくり」を重点戦略としています。

この考え方に基づき、本計画では、市民・地域・交通事業者・行政など、全ての関係者が連携・

協働することで、将来にわたって持続可能であり、移動手段に困ることなく安心して生活できる

環境を支える地域公共交通を目指すこととします。 

 

＜交通将来像＞ 

持続可能な公共交通が支える 安心して暮らせるまち 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

ニーズに対応した公共交通体系を 

維持・活性化します 
方針 １ 

公共交通をみんなで支える 

意識を育みます 
方針 ２ 

分野を越えた関係者による 

リ・デザインに取り組みます 
方針 ３ 

課題３ 
公共交通についての 

認知度、興味関心の向上 

課題４ 
あらゆる関係者による 

連携・協働 

課題１ 
市内外の移動を支える 

公共交通ネットワークの維持 

課題２ 
多様化する移動ニーズに対応した 

使いやすい公共交通の確保 
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２ 方針 

 

 

 

⚫ 名鉄常滑線・河和線は広域的な移動を支える路線として位置付け、利用状況に応じたサービ

スを確保・維持します。 

⚫ 路線バス・あいあいバスは、市内の移動を支える路線として位置付け、移動ニーズやまちづ

くりの動向に応じたサービスを提供、利用促進に取り組み、活性化します。 

⚫ 地域バスは、運行地域特有のニーズに応じた路線として位置付け、地域が自ら考え、運営で

きるよう、行政の支援を活用しながらサービスを確保・維持します。 

⚫ 個別の移動を支える移動手段としてタクシーを位置付け、利便性向上に向けた取組を推進し

ます。 

⚫ 地域の生活圏域を踏まえ、市内公共交通に加えて周辺市町の公共交通と連携した公共交通ネ

ットワークを形成します。 

 

 

 

⚫ 普段の生活では自家用車による移動が中心となっている市民に対して、公共交通を利用する

機会をつくります。 

⚫ 市民が積極的に公共交通を利用することができるよう、公共交通に関する情報をわかりやす

く周知します。 

⚫ 通学や通勤など、将来の移動手段として公共交通を選択してもらえるよう、子どものうちか

ら公共交通に親しむ環境をつくります。 

⚫ 自家用車が運転できなくなっても外出機会を損なわないよう、運転免許証返納後にスムーズ

に公共交通を利用できる環境をつくります。 

 

 

 

⚫ 市内を運行する交通事業者、行政、地域などの関係者がそれぞれの情報を共有し、利用促進

や運営状況の改善につながる取組を連携・協働して推進します。 

⚫ 環境負荷の少ない車両の導入やＤＸの推進など、交通を取り巻く情勢の変化に対応した取組

にも、関係者が連携して柔軟に対応します。 

⚫ 本市では路線バスのニーズ把握やダイヤ変更などを交通事業者と連携して実施しており、こ

の取組を継続します。 

⚫ 観光部局と連携し、市内の観光施設へのアクセス性や回遊性※を高める、新たな路線や交通

手段の確保を目指します。 

  

ニーズに対応した公共交通体系を維持・活性化します 方針 １ 

公共交通をみんなで支える意識を育みます 方針 ２ 

分野を越えた関係者によるリ・デザインに取り組みます 方針 ３ 
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３ 地域公共交通の役割と位置付け 

市内を運行する名鉄常滑線・河和線、路線バス、あいあいバス、地域バス、それらを補完する

タクシーといった公共交通が連携して市内外の移動を支えるネットワークを形成するため、それ

ぞれの役割を明確にします。 

 

位置付け 対象路線等 役割 確保・維持の方法 

広域 

幹線軸 

名古屋鉄道(株) 

常滑線 

 河和線 

・知多市と名古屋市、常滑市、半

田市方面を結ぶ広域的な路線 

・常滑線は名古屋駅や中部国際空

港に直通しており、超広域的な

移動需要にも対応 

・日常の通勤や通学をはじめ、買

物や観光など多様な目的に対応 

交通事業者が主体となって、利用

状況や利用者ニーズを踏まえた

利用促進の取組を進め、需要に応

じたサービス水準の運行を確保

する。 

市内 

幹線軸 

路線バス（知多乗合(株)） 

岡田線 

佐布里線 

朝倉団地線 

日長団地線 

・市内の住宅地と主要鉄道駅を結

ぶ路線 

・鉄道駅と結節することで広域的

な移動需要にも対応 

・朝夕は通勤や通学、昼間時間帯

は買物や通院などの目的に対応 

交通事業者が主体となって、利用

状況や利用者ニーズを踏まえた

利用促進の取組を知多市と協力

して進め、需要に応じたサービス

水準の運行を知多市の運行補助

金を活用しながら確保する。 

あいあいバス 

北部循環コース 

系統１ 

 系統２ 

南部コース 

・市内の各地域と都市拠点（市役

所周辺）を結ぶ、市内の移動軸

となる路線 

・買物や通院を主体としつつも、

通勤や通学などの目的にも対応 

知多市が主体となって運行し、利

用状況や利用者ニーズを踏まえ

た利用促進の取組を進め、効率性

を高めながら活性化を図る。北部

循環コースについては、地域公共

交通確保維持事業を活用し確保・

維持する。 

地域 

生活交通 

地域バス 

 東部コミュニティ 

  北コース 

  南コース 

 旭北コミュニティ 

  長浦コース 

日長コース 

新舞子北コース 

・各運行地域の移動ニーズに応じ

たサービス設定によって運行す

る交通手段 

・主に買物や通院といった目的に

対応 

地域と知多市が主体となって運

行し、地域主体で利用状況や利用

者ニーズを踏まえた利用促進の

取組を進め、効率性を高めること

で、持続可能な運行を目指す。 

個別輸送 一般タクシー 
・他の公共交通では時間的・空間

的に対応が難しいニーズに対応 

交通事業者が主体となって、個別

の移動ニーズに柔軟に対応でき

るサービス水準を確保する。 

隣接 

地域交通 

知多乗合(株) 

 東ヶ丘団地線 

隣接市町コミュニティバス 

常滑市 ：グルーン 

東海市 ：らんらんバス 

阿久比町：アグピー号 

東浦町 ：う・ら・ら 

・市内を運行する公共交通と連携

し、知多市と隣接市町との移動

需要に対応 

※周辺自治体などが運行する路

線については、必要に応じて連

携・調整を図る。 

知多市に関係する公共交通機関の役割と位置付け 
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知多市の公共交通ネットワークイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域公共交通確保維持事業の必要性と補助系統に係る事業及び実施主体の概要 

市内幹線軸のうちあいあいバス北部循環コース（系統１・２）は、市内のつつじが丘団地や巽が

丘といった住宅街と、特急停車駅である朝倉駅・巽ケ丘駅や、東海市に立地する公立西知多総合病

院といった交通・医療の拠点を結ぶことで、様々な目的での市内外の移動を支えています。 

しかし、運行事業者や自治体の運営努力だけでは路線の維持が難しいため、地域公共交通確保維

持事業（地域間幹線系統補助・車両減価償却費等補助）により運行を確保・維持する必要がありま

す。 

地域公共交通確保維持事業に関連するバス路線の運行概要 

位置

付け 
路線・系統 起点 経由 終点 

事業許可 

区分 
運行態様 実施主体 

市内 

幹線軸 

あいあいバス 

北部循環コース 
朝倉駅 ［循環］ 朝倉駅 

一般乗合 

旅客自動車 

運送事業 

路線定期 

運行 

知多市 

※運行は交通 

 事業者に委託 
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４ 目標指標 

本計画では以下のとおりの「目標指標」を定め、計画の達成度を評価します。 

また、目標指標だけでなく、以下の確認指標についても計画の進捗確認に活用します。 

 

目標指標一覧 

目標指標 
現況値 

令和６(2024)年 

目標値 

令和12(2030)年 
実施時期 データ取得 

① 公共交通利用者数  

 鉄道（市内７駅） 9,302,145人/年 9,500,000人/年 

毎年度 実績 
 路線バス 224,415人/年 230,000人/年 

 あいあいバス 131,002人/年 150,000人/年 

 地域バス 8,887人/年 10,000人/年 

② 年に１回以上公共交通を 

利用したことがある 

市民の割合 

83.9％ 現況値以上 
計画期間

最終年度 

市民 

アンケート 

 

確認指標一覧 

確認指標 
現況値 

令和６(2024)年 
実施時期 データ取得 

① 公共交通により市内の移動が 

便利であると思う市民の割合 
25.1％ 中間年度 

総合計画 

アンケート 

② 利用者１人当たりの市負担額    

 路線バス 202円/人 

毎年度 実績 

 あいあいバス 545円/人 

 地域バス 930円/人 

③ バスロケーションシステムの 

アクセス数 
10,753件 

④「自宅近くを走るバスで行くこと

ができる施設」の認知度 
20.2％ 

計画期間 

最終年度 

市民 

アンケート 
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第８章 目標を達成するために実施する事業              

第７章では、地域公共交通の在るべき姿として交通将来像（49ページ）を整理し、その達成状

況を評価する目標指標と目標値を定めました（53ページ）。本章では、目標を達成するために市

民・地域・交通事業者・行政など、全ての関係者が取り組むべき事業について、計画の３つの方

針と対応する形でまとめました。 

 

方針１ ニーズに対応した公共交通体系を維持・活性化します 

方針２ 公共交通をみんなで支える意識を育みます 

方針３ 分野を越えた関係者によるリ・デザインに取り組みます 

 

対応する方針 
事業内容 

① ② ③ 

 [１] 暮らしを支える公共交通ネットワークの確保 

 [２] 利用者ニーズに対応したバスサービスの改善 

 [３] 移動手段の確保に向けた取組の推進 

 [４] 新たなモビリティやサービスの導入検討 

 [５] 公共交通に親しみを持ってもらう取組の推進 

 [６] 子どもの公共交通利用を促進する取組の推進 

 [７] 市民へのわかりやすい情報提供 

 [８] 運転手確保に向けた取組の推進 

 [９] 持続可能な運行を支える地域・企業の取組の推進 

 [10] 観光分野と連携した公共交通利用の促進 
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   暮らしを支える公共交通ネットワークの確保 

想定する実施主体 知多市、交通事業者、国（地域公共交通確保維持事業（地域間幹線系統補助）） 

 

市民の広域的な生活圏域に対応するため、名古屋市や東海市、半田市などへの広域的な移動を

支える鉄道の主要駅へのアクセス性の向上に取り組みます。 

また、通院、買物などの市内外の移動を支える基幹バス路線などによる公共交通ネットワーク

の維持・充実に努めます。 

 

 

◀ａ▶ 需要に応じた名鉄常滑線・河和線のサービス水準の確保・維持 

◀ｂ▶ 名鉄電車と路線バス、あいあいバスとの乗り継ぎ利便性の確保 

◀ｃ▶ 隣接市町の公共交通と連携した交通ネットワークの形成 

◀ｄ▶ あいあいバス北部循環コースの公立西知多総合病院乗入れの確保・維持 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

１ 

方針１ 〇 方針２  方針３  

 

主な内容 

実施事業案 

 朝倉駅前ロータリーの様子 

 西知多総合病院への乗入れ 

知多市 

あいあいバス北部循環コースは、東海市に

立地する西知多総合病院などを経由して

おり、市外への通院や買物など、複数市町

をまたぐ系統として運行しています。 
 

知多市 

朝倉駅は、路線バス４路線やあいあいバス

３路線が乗り入れており、タクシーなども

含めた交通結節点となっています。 
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   利用者ニーズに対応したバスサービスの改善 

想定する実施主体 知多市、交通事業者、沿線地域 

 

まちの変容や沿線地域の移動需要に応じて、交通事業者などと連携してルートやダイヤの見直

しを進めます。 

また、キャッシュレス決済によるスムーズな乗降やバスの待合環境の改善など、利用者の利便

性の向上を推進します。 

 

 

◀ａ▶ 工業団地の整備などによる通勤需要の変化に合わせたルートの見直し 

◀ｂ▶ 乗降データを活用した移動実績などに基づくルートの見直し 

◀ｃ▶ あいあいバスにおけるＩＣカードなどを利用したキャッシュレス決済の導入 

◀ｄ▶ バス停周辺の道路状況などに応じた、上屋やベンチの設置などによる待合環境の改善 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２ 

方針１ 〇 方針２  方針３ 〇 

 

主な内容 

実施事業案 

 交通系ＩＣカード決済の様子 

 新舞子駅前バス停の様子 

知多市 

路線バス（岡田線、佐布里線、朝倉団地線、

日長団地線）では、交通系ＩＣカードが使

用できます。 
 

知多市 

新舞子駅前のバス停には、上屋とベンチが

設置されています。 
 



57 

 

   移動手段の確保に向けた取組の推進 

想定する実施主体 知多市、交通事業者、地域住民、ＮＰＯ等の各種団体、警察 

 

地域が主体となって運営する地域バスや、住民相互の助け合い活動による移送支援などの地域

特有のニーズに対応した取組を支援します。 

また、運転免許証自主返納者や交通機関を利用することが困難な方の移動手段については、所

管部署などと連携して取り組みます。 

 

 

◀ａ▶ 主体的な地域バスなどの運営に係る地域の取組支援（会議への出席や相談対応など） 

◀ｂ▶ 運転免許証返納後の移動手段の確保 

◀ｃ▶ 運転経歴証明書の提示によるタクシー運賃割引制度のＰＲ 

◀ｄ▶ 所管部署などと連携した電車やバスなどを利用することが困難な障がい児者や高齢者の 

外出手段の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

方針１ 〇 方針２ 〇 方針３ 〇 

 

主な内容 

実施事業案 

 

 地域バス運行の様子 

 無料あいパスの発行 

知多市 

地域特有の移動ニーズに対応する普通自

動車を利用した「地域バス」の本運行を、

令和５年５月に東部コミュニティで、11 月

に旭北コミュニティで運行しています。 
 

知多市 

65 歳以上の運転免許証自主返納者及び 75

歳以上の方を対象に「無料あいパス」を発

行しています。 
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   新たなモビリティやサービスの導入検討 

想定する実施主体 知多市、地域住民、ＮＰＯ等の各種団体、各種企業、交通事業者、愛知県 

 

佐布里池周辺や新舞子海水浴場、岡田地区などの観光地や整備検討を進める広域交流拠点など

では、回遊性を高める移動手段として、新たなモビリティの導入について調査・研究を進めます。 

モビリティ技術の進展に注視しながら、自動運転やＭａａＳの実装について検討します。ま

た、本市における「低炭素水素モデルタウン実証事業」の動向を踏まえて、環境負荷の低い車両

の導入などについて検討します。 

 

◀ａ▶ 回遊性の向上に向けたグリーンスローモビリティ※やＭａａＳアプリなどの活用の検討 

◀ｂ▶ シェアサイクルや電動キックボードなどのシェアモビリティ導入の検討 

◀ｃ▶ 電気自動車（ＥＶ）や燃料電池自動車（ＦＣＶ）などの導入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

４ 

方針１ 〇 方針２  方針３ 〇 

 

主な内容 

実施事業案 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 
 グリーンスローモビリティ 

 知多水素ステーション 

事例：島根県松江市 

高台団地の住民に対する移動支援事業と

して、グリーンスローモビリティ「Re×

hope（愛称）」の実証運行を開始し、現在は

予約制の「デマンド型」で運行しています。 
 

知多市 

愛知県や関係企業などと協力し「知多水素

ステーション」から燃料電池自動車や公共

施設など、幅広い利用先に低炭素水素を供

給しています。 
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   公共交通に親しみを持ってもらう取組の推進 

想定する実施主体 知多市、交通事業者、各種企業、各種イベントの関連事業者 

 

公共交通を身近に感じてもらい、市民がバスや電車を利用するきっかけをつくるため、乗車す

ることが楽しいと感じられるイベントの開催や利用に対するインセンティブの導入など、利用促

進の取組を推進します。 

 

 

◀ａ▶ 公共交通を利用した見学ツアーやスタンプラリーイベントの実施 

◀ｂ▶ バス乗車キャンペーンの実施 

◀ｃ▶ 公共交通を利用するお出かけモデルコースの紹介 

◀ｄ▶ 公共交通利用者に対する商業施設などで利用できる割引クーポンなどの配付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 

方針１  方針２ 〇 方針３ 〇 

 

主な内容 

実施事業案 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 バス車庫ナイトツアー 

 佐布里池梅まつりチラシ 

事例：東浦町 

東浦町運行バス「う・ら・ら」の運行事業

者である知多乗合（株）において夜のバス

車庫見学や洗車機くぐりの経験など、夏休

み企画として開催しています。 

 

知多市 

佐布里池梅まつり（２月中旬～３月中旬）

のチラシに、路線バスとあいあいバスのモ

デルコースを掲載しています。 
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   子どもの公共交通利用を促進する取組の推進 

想定する実施主体 知多市、交通事業者、学校、保育園等 

 

幅広い世代の利用者を確保・創出するため、乗車体験やバスのルールなどを学べる教室、親子

で利用したくなる取組を実施するなど、子どもをターゲットとした利用促進の取組を推進しま

す。 

 

 

◀ａ▶ 小学生を対象とした乗り方教室の実施 

◀ｂ▶ 子ども車内アナウンス体験の実施 

◀ｃ▶ 公共交通に関するぬり絵や絵画を車内に展示するギャラリーの開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 

方針１  方針２ 〇 方針３ 〇 

 

主な内容 

実施事業案 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 バスの乗り方教室・安全教室 

 バス車内の展示ギャラリー 

事例：豊明市 

名鉄バス知立営業所と協力し、小学生を対

象としたバスの乗り方教室・安全教室を実

施し、バスの意識醸成や交通安全につなげ

ています。 
 

知多市 

以前は市内保育園と連携し、園児が描いた

バスの絵を車内に展示する取組を実施し

ていました。 
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   市民へのわかりやすい情報提供 

想定する実施主体 知多市、交通事業者 

 

公共交通の利用のためには、「どのように運行しているのか」、「いくらで利用できるのか」など

の運行情報や料金を知ってもらうことが重要であるため、誰もが分かりやすく、利用しやすい情

報発信の強化に努めます。 

 

 

◀ａ▶ 鉄道やバス、タクシーなどの情報を網羅した総合的な公共交通マップの作成 

◀ｂ▶ 外国の方に配慮した情報提供（多言語化、やさしい日本語など） 

◀ｃ▶ 動画配信サービス（YouTubeなど）によるバスの利用方法などの紹介 

◀ｄ▶ SNS（LINE、Facebookなど）による情報発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

７ 

方針１  方針２ 〇 方針３ 〇 

 

主な内容 

実施事業案 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ほっとラインちた（第 459 回）制作番組 

あいあいバス新展開！ 

新ロータリー始動＆バスロケーションシステムでお出かけ 

 バス情報の案内例 

 ビデオ広報撮影の様子 

（豊橋市） （日進市） 

知多市 

シティプロモーションの一環として、

YouTube であいあいバスの利用方法などに

ついて紹介しています。 

事例：豊橋市 

外国語圏の方向けに電車やバスの乗り方

やマナーをまとめたパンフレットを作成

しています。 

事例：日進市 

様々な運営主体（くるりんばす（日進市）・

名鉄バス・名古屋市営バス）のバスロケー

ションシステムの案内が同じページにま

とまっています。 



62 

 

   運転手確保に向けた取組の推進 

想定する実施主体 知多市、交通事業者、近隣市町、各種関係団体、愛知県、国 

 

全国的に公共交通の運転手が不足している状況となっており、本市に関連する公共交通におい

ても同様の傾向となっていることから、交通事業者などと連携して運転手確保に向けた取組を推

進します。 

 

 

◀ａ▶ 交通事業者などが実施する運転手体験会や就職説明会のＰＲ 

◀ｂ▶ 市イベント（産業まつり、知多市ＤＥはたらくなど）に合わせたＰＲ 

◀ｃ▶ 市職員の再就職先の案内（例：60歳到達職員のバスドライバーへの転籍など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 

方針１  方針２  方針３ 〇 

 

主な内容 

実施事業案 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 市イベントでのＰＲチラシの配布 

 知多市 DEはたらく企業ブース 

知多市 

就職を控えた学生や既卒者などを対象に

市内企業の魅力を発信し、市内での就職意

欲の向上を目的としたイベント「知多市Ｄ

Ｅはたらく」を開催しています。 

 

市内での就職意欲の向上を目的としたイ

ベント「知多市 DE はたらく」を開催して

います。 
 

知多市 

交通事業者などと連携し、イベントなどで

運転手募集のチラシを配布しています。 
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   持続可能な運行を支える地域・企業の取組の推進 

想定する実施主体 知多市、交通事業者、地域、各種企業、愛知県 

 

公共交通が持続可能な運行となるためには、利用者が確保されていることのほか、地域や企業

からの応援や理解、愛着があることが大切と考え、知多市全体で公共交通の運行を支えるための

取組を推進します。 

 

 

◀ａ▶ 企業の車体広告の掲載などによる運行を支える取組の推進 

◀ｂ▶ 地域や企業と連携した公共交通の利用促進に向けた取組の推進 

◀ｃ▶ ゼロカーボンシティちた推進パートナーと連携したエコ通勤の取組の拡大 

◀ｄ▶ バス停ネーミングライツ制度の導入の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

９ 

方針１ 〇 方針２ 〇 方針３ 〇 

 

主な内容 

実施事業案 

 あいあいバス車体広告枠 

 エコ通勤とのコラボ企画 

広 告 枠 

事例：岡崎市 

令和６年度の対象期間において、写真（右

側）駅ナカ横丁に出店するエコ通勤連携店

舗で「エコ通勤協力証（参加証）」を提示し

た方を対象に、割引サービス又は粗品をプ

レゼントする企画を実施しました。 

知多市 

あいあいバスの車体後部などに広告枠を

設け、企業などの広告掲載を募集していま

す。 
 



64 

 

   観光分野と連携した公共交通利用の促進 

想定する実施主体 知多市、交通事業者、観光協会 

 

梅まつりや花火大会などの短い期間に多くの観光客が訪れるイベント時の移動需要に対応する

ため、イベント主催者や交通事業者などと連携し、既存の公共交通の活用や市内を回遊できる取

組を進めます。 

 

 

◀ａ▶ 多客期の移動需要に対応したサービス改善（佐布里線の増便、車両サイズの変更など） 

◀ｂ▶ 観光地とイベント開催地を結ぶ臨時バスの運行 

◀ｃ▶ 関係機関との連携によるイベント時の公共交通利用促進 

◀ｄ▶ 主要駅と観光地を結ぶアクセス改善の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 

方針１  方針２ 〇 方針３ 〇 

 

主な内容 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実施事業案 

 梅まつり期間のダイヤ増便 

 交通事業者とのＰＲ連携 

知多市 

名鉄岐阜駅などで梅まつりポスターを掲

示しています。 

また、公共交通の利用促進策として交通系

ＩＣカードを利用して梅まつり会場周辺

の駅で降車した方を対象に抽選会を実施

しています。 
 

知多市 

佐布里池梅まつり期間には、沿線する路線

バス佐布里線の休日ダイヤを増便して運行

しています。 
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■事業スケジュール 

 55～64ページに記載された実施事業案を基に各事業に紐づく取組を毎年度検討し、毎年10月頃

の知多市地域公共交通会議で協議・検討の上、関係各機関と連携し各事業を進めていきます。 

事業内容 

実施スケジュール 

Ｒ８ 

（2026） 

Ｒ９ 

（2027） 

Ｒ10 

（2028） 

Ｒ11 

（2029） 

Ｒ12 

（2030） 

１ 
暮らしを支える 

公共交通ネットワークの確保 
     

２ 
利用者ニーズに対応した 

バスサービスの改善 
     

３ 
移動手段の確保に向けた 

取組の推進 
     

４ 
新たなモビリティや 

サービスの導入検討 
     

５ 
公共交通に親しみを 

持ってもらう取組の推進 
     

６ 
子どもの公共交通利用を 

促進する取組の推進 
     

７ 
市民へのわかりやすい 

情報提供 
  

   

８ 
運転手確保に向けた 

取組の推進 
     

９ 
持続可能な運行を支える 

地域・企業の取組の推進 

 
   

 

10 
観光分野と連携した 

公共交通利用の促進 
     

実施・整備 

検討・調整 
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第９章 計画の達成状況の評価                    

１ 計画の評価 

本計画に定めた事業の実施状況に関する調査、分析及び評価を行い、各事業の実施状況などの

評価から、改善につなげるプロセスとして、ＰＤＣＡサイクルを運用します。 

進捗管理は知多市地域公共交通会議にて行い、目標の達成状況や事業の実施状況などについて

毎年度確認し、改善策を検討します。また、計画期間における社会情勢の変化などに応じて部分

見直しを行います。最終年度においては、計画全体の評価・検証を行い、次期計画へ反映します。 

計画の評価等のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年間の評価等のスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画の達成状況を評価する指標と数値 

本計画の達成状況は、第７章で設定した目標指標（53ページ）を用いて評価を行います。また、

目標指標だけでなく、確認指標についても計画の進捗確認に活用します。 

交通会議 ● ●

主な行事

実施内容

●

3月4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

第三者

評価

次年度

予算要求

・今年度実施事業の確認

・毎年度評価項目の確認

前年度事業評価に基づく改善・反映 次年度事業計画の検討

事業実施主体による

状況確認・自己評価

ACTION 今年度事業の評価

・評価結果・課題の共有

・次年度実施予定内容

・事業への反映

・必要に応じて計画見直し

ACTION

DO

CHECK CHECK

CHECK

PLAN

確保維持改善事業

補助申請

確保維持改善事業

事業評価

PLAN
計画

DO
実施

CHECK
確認・評価

ACTION
改善・反映

下期

Ｒ12
（2030）

上期上期

Ｒ11
（2029）

下期

Ｒ８
（2026）

Ｒ９
（2027）

Ｒ10
（2028）

上期 下期 上期 下期 上期 下期

計画策定

事業の実施

必要に応じて

部分見直し

反映

次期計画

策定

次年度以降の

事業改善・反映

事業の実施状況

評価指標の達成状況

次年度

反映

次期計画の実施事業の計画

最終

評価

必要に応じて

部分見直し

必要に応じて

部分見直し

必要に応じて

部分見直し
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参考資料                            

１ 知多市地域公共交通会議 委員名簿 

役 職 氏  名 備 考 

知多市副市長 
立川 泰造（R6,7） 

細川 賢弘（R7） 
市長又は市長が指名した者 

八幡コミュニティ会長 伊達 八穣 市民又は利用者 

東部コミュニティ会長 
谷口 静子（R6） 

倉富 和之（R7） 
市民又は利用者 

岡田コミュニティ会長 
竹内 淳介（R6） 

竹内 秀隆（R7） 
市民又は利用者 

南粕谷コミュニティ会長 鈴木 孝昭 市民又は利用者 

旭東コミュニティ会長 
門井 真二郎（R6） 

渡辺 收（R7） 
市民又は利用者 

知多市社会福祉協議会 会長 
渡辺 正敏（R6） 

小宮 克裕（R7） 
市民又は利用者 

知多市観光協会  会長 
酒井 清（R6） 

夏目 豊（R7） 
市民又は利用者 

知多市商工会  青年部長 
上村 卓也（R6） 

山口 祐史（R7） 
市民又は利用者 

名城大学理工学部 

社会基盤デザイン工学科教授 
松本 幸正 識見を有する者 

知多乗合株式会社  代表取締役社長 
金森 隆浩（R6） 

近藤 博之（R7） 
一般乗合旅客自動車運送事業者 

レスクル株式会社  代表取締役 鶴田 誠 一般乗合旅客自動車運送事業者 

公益社団法人愛知県バス協会  専務理事 小林 裕之 
一般旅客自動車運送事業者が 

組織する団体 

愛知県タクシー協会知多支部長 
藤田 和弘（R6） 

南 伸幸（R7） 

一般旅客自動車運送事業者が 

組織する団体 

名古屋鉄道株式会社 地域活性化推進本部 

地域連携部交通サービス担当課長 
髙井 勇輔 鉄道事業者 

愛知県交通運輸産業労働組合協議会幹事 桑山 忍 
一般旅客自動車運送事業者の事業

用自動車の運転手が組織する団体 

中部運輸局愛知運輸支局 

首席運輸企画専門官 

宮川 高彰（R6） 

原田 光一郎（R7） 

国土交通省中部運輸局 

愛知運輸支局 

愛知県都市・交通局 交通対策課 担当課長 石屋 義道 
愛知県都市・交通局 

（都道府県） 

愛知県知多建設事務所  維持管理課長 
伴野 誠司（R6） 

関本 慎司（R7） 

愛知県知多建設事務所 

（道路管理者） 

愛知県知多警察署  交通課長 
佐藤 賢治（R6） 

角谷 望（R7） 

愛知県知多警察署 

（都道府県警察） 

知多市  都市整備部長 

知多市 都市整備部土木課長 

細川 賢弘（R6,7） 

山本 真一朗（R7） 
市職員（道路管理者） 

知多市  福祉子ども部長 花井 佳世 市職員 

知多市  環境経済部長 竹内 和彦 市職員 
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２ 目標値の設定根拠 

（１）鉄道 

過去利用が多かった３か年平均の市民１人当たりの利用回数を算出し、国立社会保障・人口問

題研究所の2030年の推計人口に、平均利用回数を乗ずることで目標値を算出。 

年度 
鉄道利用者数 

Ａ 

知多市人口 

Ｂ 

市民1人当たりの

利用回数 

Ｃ＝Ａ／Ｂ 

 

平成28(2016) 10,293,565人 86,025人 119.658回／人 

３か年平均 

119.649回／人 
平成29(2017) 10,247,539人 85,847人 119.370回／人 

平成30(2018) 10,251,769人 85,488人 119.921回／人 

目標年度 
目標値 

Ａ＝Ｂ×Ｃ 

知多市人口 

Ｂ 

市民1人当たりの

利用回数 

Ｃ 

 

令和12(2030) 9,473,688人 79,179人 119.649回／人  

目標値 9,500,000人    

 

 

（２）路線バス 

過去利用が多かった３か年平均の市民１人当たりの利用回数を算出し、国立社会保障・人口問

題研究所の2030年の推計人口に、平均利用回数を乗ずることで目標値を算出。 

年度 

路線バス 

利用者数 

Ａ 

知多市人口 

Ｂ 

市民1人当たりの

利用回数 

Ａ／Ｂ 

 

平成28(2016) 243,872人 85,847人 2.841回／人 

３か年平均 

2.876回／人 
平成29(2017) 233,763人 85,488人 2.734回／人 

平成30(2018) 259,991人 85,190人 3.052回／人 

目標年度 
目標値 

Ａ＝Ｂ×Ｃ 

知多市人口 

Ｂ 

市民1人当たりの

利用回数 

Ｃ 

 

令和12(2030) 227,719人 79,179人 2.876回／人  

目標値 230,000人    
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（３）あいあいバス 

利用者数が最も多かった令和６(2024)年度を基準として、主な利用者である後期高齢者の増加

率を乗ずることで目標値を算出。 

年度 
あいあいバス 

利用者数 
増加率 

知多市人口

（75歳以上） 
増加率 

令和６(2024) 131,002人 
112.21％ 

13,486人 
112.21％ 

令和12(2030) 146,997人 15,133人 

目標値 150,000人    

 

 

（４）地域バス 

利用者数が最も多かった令和６(2024)年度を基準として、主な利用者である後期高齢者の増加

率を乗ずることで目標値を算出。 

①東部コミュニティ 

年度 地域バス利用者 増加率 
知多市人口 

（75歳以上） 
増加率 

令和６(2024) 5,536人 
112.21％ 

13,486人 
112.21％ 

令和12(2030) 6,212人 15,133人 

 

②旭北コミュニティ 

年度 地域バス利用者 増加率 
知多市人口

（75歳以上） 
増加率 

令和６(2024) 3,351人 
112.21％ 

13,486人 
112.21％ 

令和12(2030) 3,760人 15,133人 

 

 

令和12(2030)年度の２地区合計推計利用者… 6,212人 ＋ 3,760人 ＝ 9,972人 

➡目標値 10,000人 
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３ 意見募集の結果 

（１）オープンハウス 

⚫ 開催日時  令和７(2025)年７月13日（日）９時～16時 

⚫ 場  所  イトーヨーカドー知多店 

⚫ 目  的  気軽に参加できる形式による意見交換を実施することで、広く参加者に計画 

                           の内容を周知するとともに、公共交通に対する興味・関心を高めるきっかけ 

                           とするため。 

⚫ 方  法  第８章で設定した事業の案をパネルで掲示し、参加者が良いと思う事業に 

                          シールを貼付するとともに、参加者アンケート調査票で意見聴取を行った。 

⚫ 参加者数  228人 

オープンハウスの参加者層 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

良いと思った事業（３つまでの複数回答） 

 

 

 

 

  

52.6

82.4

42.3

42.9

29.3

43.9

47.4

17.6

57.7

57.1

70.7

55.7 0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

～小学生 (n=19)

学生(中高大生) 

(n=17)

18～49歳 (n=71)

50～74歳 (n=77)

75歳以上 (n=41)

計 (n=228)

男性 女性 その他 無回答

49.8

10.1

33.6

13.8

9.7

28.6

12.0

12.9

17.5

12.4

0 20 40 60

①暮らしを支えるネットワークの確保

②利用者ニーズに対応したバスサービスの改善

③移動手段の確保に向けた取組の推進

④新たなモビリティやサービスの導入検討

⑤公共交通に親しみを持ってもらう取組の推進

⑥子どもの公共交通利用を促進する取組の推進

⑦市民へのわかりやすい情報提供

⑧運転手確保に向けた取組の推進

⑨持続可能な運行を支える地域・企業の取組の推進

⑩観光分野と連携した公共交通利用の促進

計 (n=217) （％）
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参加者アンケート調査票に記入された意見（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日の様子 
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（２）ワークショップ（まちあいカフェ） 

⚫ 開催日時  令和７(2025)年８月９日（土）13時15分～15時50分 

⚫ 場  所  知多市役所 ３階 協議会室 

⚫ 目  的  知多市地域公共交通計画（案）の内容について周知し、市民が知多市内の 

                           公共交通の現状や課題について理解を深めるとともに、テーブルワークによ 

                           って新たな視点や気づきを得ることで、公共交通に対する意識の醸成を行う 

                           こと。 

⚫ 内  容  ①あいさつ、進め方の説明 

                           ②テーブル内での自己紹介、知多市の公共交通の「良い点」「改善点」について 

                           ③知多市地域公共交通計画（案）の概要 

                           ④ミニ講義（みんなで育む地域の交通／名城大学 松本教授） 

                           ⑤計画に関する意見交換（具体的な改善案や自分たちができることについて） 

                           ⑥グループ発表、講評 

⚫ 参加者数  35人（７グループ） 

 

ワークショップの満足度 

 

 

 

 

 

 

これからの公共交通利用意欲 

 

 

 

  

17.1 68.6 5.7 8.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

週に１回以上利用したい たまに利用したい

利用しないと思う 無回答

77.1 8.6 14.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 無回答
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参加者アンケート調査票に記入された意見（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当日の様子 
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（３）パブリックコメント 

パブリックコメントは、事業や計画の意思決定をする前にその内容や趣旨を市民等に公表し、

提出された意見を考慮して意思決定を行う手続きです。 

⚫ 募集期間：令和７(2025)年12月19日（金）～令和８(2026)年１月23日（金） 

⚫ 提出方法：①直接持参、②郵送、③ＦＡＸ、④電子メール 

⚫ 閲覧場所：市ホームページ、市民協働課（知多市役所２階） 

⚫ 実施結果：意見の提出数 15件（３人） 
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４ 用語解説 

用語 解説 
初出 
ページ 

【か 行】 

回遊性 
ある場所から別の場所へ移動する際の「しやすさ」や「巡り

やすさ」のこと。 
50 

カーボンニュートラル 

二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの（人為的な）「排

出量」から、植林、森林管理などによる（人為的な）「吸収

量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを目指す

こと。 

30 

グリーンスロー 

モビリティ 

電動で、時速20km未満で公道を走る、４人乗り以上の公共的

な乗り物のこと。 
58 

公共ライドシェア 

バス事業やタクシー事業によって輸送手段を確保すること

が困難な場合、市町村やＮＰＯ法人などが、自家用車を活用

して提供する有償の旅客運送のこと。 

29 

【さ 行】 

ＣｅｎｔＸ 

愛知県・岐阜県を中心に、目的地までのルート検索やwebチ

ケットの購入などができる、名古屋鉄道グループのＭａａＳ

アプリのこと。 

42 

ＺＥＢ 

（ZEB Ready） 

【Net Zero Energy Buildingの略/読み：ゼブ】 

省エネによって使うエネルギーを減らし、創エネによって使

う分のエネルギーをつくることで、消費する年間の一次エネ

ルギーの収支をゼロにすることを目指した建築物のこと。 

「ZEB Ready」はＺＥＢを見据えた先進建築物のこと。 

30 

総実車キロ 
自動車が実際に貨物を載せて又は旅客を乗せて走った距離

のこと。 
20 

【た 行】 

ＤＸ 

【Digital Transformationの略/読み：ディーエックス】 

デジタル技術を浸透させることで人々の生活をより良いも

のへと変革すること。 

26 

トリップ 

人がある目的をもって、ある地点からある地点へ移動する単

位で、１回の移動でいくつかの交通手段を乗り継いでも１ト

リップと数える。 

11 

【は 行】 

ハブ機能 

鉄道、バス、シェアサイクル、タクシーなどの複数の交通手

段が乗り換えられる拠点や、人や物の輸送において中心的な

集約地点となる機能のこと。 

32 

福祉有償運送 
市町村や非営利団体が実施している自家用自動車を使った

個別輸送サービスのこと。 
14 
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用語 解説 
初出 
ページ 

【ま 行】 

ＭａａＳ 

【Mobility as a Serviceの略/読み：マース】 

出発地から目的地までの移動に対し、様々な移動手段・サー

ビスを組み合わせて、ひとつの移動サービスとして捉える考

え方のこと。 

32 

モータリゼーション 
日常生活において自動車の利用が普及し、生活必需品化する

現象のこと。 
１ 

【や 行】 

夜間人口 ある地域に常住している人口のこと。 ６ 
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